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○ 大学の概要  

 
 (1) 現況 

① 大学名 
国立大学法人宇都宮大学 

 
② 所在地 

本部（峰キャンパス） 栃木県宇都宮市 
陽東キャンパス  栃木県宇都宮市 
松原キャンパス  栃木県宇都宮市 
宝木キャンパス  栃木県宇都宮市 

 
③ 役員の状況 

学長 石田 朋靖（平成 27 年４月１日～令和３年３月 31 日） 
 池田  宰（令和３年４月１日～令和７年３月 31日） 

理事 ５名 （常勤４名、非常勤１名） 
監事 ２名 （非常勤２名） 

 
④ 学部等の構成 

学部 
地域デザイン科学部、国際学部、共同教育学部、工学部、農学部 

研究科 
地域創生科学研究科、教育学研究科 

学内共同教育研究施設等 
アドミッションセンター 
留学生・国際交流センター 
教職センター 
総合メディア基盤センター 
保健管理センター 
研究推進機構 

雑草管理教育研究センター 
バイオサイエンス教育研究センター 
オプティクス教育研究センター 
ロボティクス・工農技術研究所 
機器分析センター 

大学教育推進機構 
基盤教育センター 
教学マネジメント企画室 
就職・キャリア支援センター 

地域創生推進機構 
社会共創促進センター 
宇大アカデミー 
イノベーション支援センター 

附属図書館 
農学部附属農場※ 

（※は、教育関係共同利用拠点に認定された施設を示す。） 
 

 
⑤ 学生数及び教職員数（令和３年５月１日現在） 

○学生数  ４，９３５名 
・学部  ４，０１７名（うち留学生 ５３名） 
・研究科    ９１８名（うち留学生１４４名） 

○附属学校園 幼児・児童・生徒数 
   １，２５４名 
○東京農工大学大学連合農学研究科（博士後期課程） 
      ３５名 
○教員数    ３２６名 
○附属学校園教諭数    ８３名 
○職員数    １９９名 
 
 

 (2) 大学の基本的な目標等 
 
（中期目標前文） 

宇都宮大学は「人類の福祉の向上と世界の平和に貢献する」という理念の下
で、栃木県の多様で豊かなフィールドを活かした実践的な教育・研究を基盤と
して、社会の中核を担う人材の育成と知の創造・発信を着実に重ねてきた。 
今期は「活力ある持続可能な地域社会の形成」、「グローバル化社会への対

応」、「イノベーション創出」を基本方針とおき、「行動的知性」を備え広く
社会の発展に貢献する人材の育成、独創的な特色ある研究による新たな「知」
の創造、地域やステークホルダーとの双方向性を高めた活動を積極的に進め、
地域の知の拠点としての機能を一層強化する。 
そのため、構成員相互の信頼と協働を重んじながら、組織や学生・教職員そ

れぞれが、主体的に挑戦し（Challenge）、自らを変え（Change）、社会に貢
献する（Contribution）という 3C 精神をモットーにして、躍動感溢れ進化を
続ける大学を目指す。 

 
 
 (3) 大学の機構図 

 
次頁参照 
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①平成 27年度 
 
 

 
 

 
②令和３年度 
 
 

  

図 書 課

総合メディア基盤センター事務室

学 術 研 究 部 研 究 協 力 ・産 学連 携課

基 盤 教 育 事 務 室

研究協力・産学連携課分室

キャリア教育・就職支援室

留 学 生 ・ 国 際 交 流 課

入 試 課

修 学 支 援 課

学 生 支 援 課

学 務 部

施 設 課

財 務 課

財 務 部 経 理 課

総 務 部 総 務 課

企 画 広 報 課企 画 広 報 部

オプティクス教育研究センター

教 職 セ ン タ ー

保 健 管 理 セ ン タ ー 工 学 部 分 室

キャリア教育・就職支援センター

基 盤 教 育 セ ン タ ー

工 学 部 分 館附 属 図 書 館

バイオサイエンス教育研究センター

地 域 共 生 研 究 開 発 セ ン タ ー

総 合 メ デ ィ ア 基 盤 セ ン タ ー

留 学 生 ・ 国 際 交 流 セ ン タ ー 工 学 部 分 室

雑草と里山の科学教育研究センター

日 光 演 習 林

教育研究評議会 監 査 室

地 域 連 携 教 育 研 究 セ ン タ ー

附 属 演 習 林 船 生 演 習 林

附 属 農 場
農 学 研 究 科

農 学 部 事 務 部

附属ものづくり創成工学センター
工 学 研 究 科

学
長
選
考
会
議

学 長

役 員 会

理 事

工 学 部 事 務 部

附 属 特 別 支 援 学 校

経営協 議会 副 学 長 附 属 小 学 校

学長特別補佐 附 属 中 学 校

監 事
附 属 幼 稚 園

教 育 学 研 究 科

附属多文化公共圏センター
国 際 学 研 究 科

教 育 学 部 事 務 部

国 際 学 部 事 務 部

留 学 生 ・ 国 際 交 流 セ ン タ ー

工 学 部 附属ものづくり創成工学センター

農 学 部 附 属 農 場

船 生 演 習 林

地 域 創 生 科 学 研 究 科

機 器 分 析 セ ン タ ー

ロボティクス・工農技術研究所

オプティクス教育研究センター

バイオサイエンス教育研究センター

雑草管理教育研究セン ター

財 務 部

陽 東 分 館

附 属 中 学 校

附 属 特 別 支 援 学 校

附 属 小 学 校

附 属 幼 稚 園

附属多文化公共圏セン ター

イノベーション支援センター

宇 大 ア カ デ ミ ー

社 会 共 創 促 進 セ ン タ ー

附 属 演 習 林

事 務 室

就職・キャリア支援センター

教 学 マ ネ ジ メ ン ト 企 画 室

大 学 教 育 推 進 機 構

地 域 創 生 推 進 機 構

基 盤 教 育 セ ン タ ー

保 健 管 理 セ ン タ ー 陽 東 分 室

日 光 演 習 林

事 務 室

陽東キャンパス事務部

教 育 学 研 究 科

共 同 教 育 学 部

陽 東 学 務 課

学 術 研 究 部 研 究 協 力 ・ 産 学 連 携 課

学 術 情 報 室

峰 キ ャ ン パ ス 事 務 部

研 究 推 進 支 援 室

大 学 教 育 推 進 支 援 室

地 域 創 生 推 進 支 援 室

修 学 支 援 課

学 生 支 援 課

学 務 部

総 務 部 総 務 課

財 務 課

経 理 調 達 室

施 設 課

附 属 図 書 館

戦 略 企 画 室

広 報 室

研 究 推 進 機 構

総 合 メ デ ィ ア 基 盤 セ ン タ ー
教育研究評議会 監 査 室

教 職 セ ン タ ー
役 員 会

ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー

事 務 室

学長特別補佐

学
長
選
考
会
議

学 長 理 事

監 事

経営協 議会 副 学 長

学 術 院

地 域 デ ザ イ ン 科 学 部

国 際 学 部

附属地域デザインセン ター
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○ 全体的な状況 
  
 
宇都宮大学は、“地域に学び、地域に返す、地域と大学の支え合い”の姿勢を基

本理念とし、地域の変革をリードする「知の拠点」として、①「行動的知性」の育
成、②異分野を融合した柔軟な発想での新たな知の創造、③地域の強みを発揮する
イノベーションの創出、④構成員一人ひとりの個性を活かした協働、を目指すべき
４つのビジョンとして定め、それを実現させるために、「地域の“知”の拠点形成」、
「地域人材育成の基盤強化」、「グローカルリーダーの育成」、「地域イノベーシ
ョンの創出」、「ガバナンス改革」を第３期中期目標・中期計画期間の５つの重点
戦略として設定した。その達成に向けて、構成員が学長のリーダーシップの下で、
主体的に挑戦し（Challenge）、自らを変え（Change）、社会に貢献する（Contribution）
という 3C精神をモットーに令和２及び令和３年度の事業に取り組んだ。 
５つの重点戦略に係る令和２及び令和３年度の取組と成果の概要は次の通りで

ある。 
 
戦略１ 地域の“知”の拠点形成 
①地域創生科学研究科博士後期課程の新設 

大学院博士後期課程はこれまでの２研究科を再編・統合し、「大学院地域創生
科学研究科 博士後期課程先端融合科学専攻」を令和３年４月に設置した。学際
的思考力が養成される分野横断・学際的な教育研究指導体制のもと、多様性に恵
まれた地域環境で、実践的な教育研究を展開する体制を整えた。 
（詳細は業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 参照） 

 
②県内自治体との連携 

栃木県内の全25市町と平成 31年度末までに
連携協定を締結した実績をベースに、那須塩原
市との間で環境省委託事業「国民参加による気
候変動情報収集・分析委託業務」に取り組み、
本学の教員や学生が、調査分析、報告書作成、
ワークショップ開催、教材作成等を通した地域
貢献活動を実施した。 

また栃木県との間で「栃木県と国立大学法人
宇都宮大学との SDGs の推進に関する連携協定」を締結し、既存の様々な連携実
績に加え、地域課題解決に向けて気候変動、農畜産物研究、女性活躍促進、デジ
タル技術、さらにはイチゴの遺伝子解析などの分野で協力し、SDGs の推進に積極
的に取り組んでいくことを決定した。 

 
③社会共創促進センターの設置 

自治体・産業界をはじめとする多様な外部機関との連携・共創における一本化
した窓口として、「社会共創促進センター」を令和３年４月に設置した。本セン
ターが地域と大学を結ぶハブ機能を担うことで、地域（地方自治体、地域企業、
NPO 等）との共創による研究活動を推進し、社会の多様なニーズに応えるための
体制を構築した。 

④経済波及効果の算出 
「大学の価値の見える化」と「地域経済への貢献度合いの定量的な把握」を目

的として、宇都宮大学と株式会社あしぎん総合研究所が共同で「宇都宮大学の立
地による地域への経済波及効果」を算定した。その結果、通常の消費活動が行わ
れていた令和元年度では 343.2億円に上ることが分析できた。本調査においては
新型コロナウイルス感染症の影響下にある令和２年度の経済波及効果の算定も
同時に行い、新型コロナウイルス感染症の拡大が地域経済に与える影響が非常に
大きいことが分析できた。 

本調査結果を踏まえて、地域との連携の維持発展を進めることとした。 
 
戦略２ 地域人材育成の基盤強化 
①教育 DXの推進 

本学の DX 推進計画を基にインフラ設
備（全学 Wi-fi化等）の充実とオンライ
ン授業の高度化を進めてきたが、その取
組をより加速させるため、文部科学省
「デジタルを活用した大学・高専教育高
度化プラン」事業へ申請し、本学の取組
「ブレンディッド・ラーニングの推進と
多面的評価による自律的学修者の育成
～LMS と連携した e-ポートフォリオの活用を通じて～」が採択された。これを受
け、デジタル技術を積極的に取り入れた学修者本位の教育の実現、学びの質の向
上に向けた環境の整備、教育手法の具体化に向けた取組が始動した。 

 
②学生のニーズに応えた女子学生寮の整備 

本学における女子学生の住居戸数が寮
全体の約 22%（44 戸）に留まっていたこ
とから、新たに女子学生用寄宿舎「セキ
スイハイムさくら寮」（部屋数 103 戸（バ
リアフリー対応１室を含む。））を建設
し、令和４年４月に募集枠である 54戸す
べての入居が決定した。今後、年度進行
に伴い全室を稼働させる。 

本学生寮は安心・安全設備（玄関オー
トロック装備、防犯カメラ設置、管理人滞在など）を備え、生活家電を含めた家
財道具一式（机・椅子、ベッド、冷蔵庫、電子レンジなど）を標準装備するなど
学生のニーズを踏まえた設計としている。 

 
③「全国初」共同教育学部の設置 

令和２年４月に本学と群馬大学との間で全国初となる「共同教育学部」を開設
した。この共同教育学部は両大学のスタッフが結集することによって、互いの強
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みと特色を組み合わせた質の高いカリキュラム編成を可能としている。両大学が
有する特徴的資源を相互活用することで、地域の義務教育課程、教員研修に対し
て責任を持つ組織体制・実施体制を安定的に維持することを実現した。 
（詳細は業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 参照） 
 

④コロナ禍における学生と学長との対話 
新型コロナウイルス感染症の拡大により、

令和２年度入学式の中止やオンラインによ
る授業が大半となったことで、大学生活のス
タートが思うように切れなかった令和２年
度の入学者を対象に、学長との懇談会を令和
３年度に実施した。1 組 10 人以内で約 20 分
の懇談会を行い、約 1,000名（入学者のほぼ
全員）の学生が、授業や学生生活、進路、課
外活動等について学長と意見交換を行い、そ
の結果を踏まえて、コロナ禍における学生支
援を継続的に実施した。 
（経済面での支援については財務内容の改善に関する特記事項等 参照） 

 
戦略３ グローカルリーダーの育成 
①「多文化共生教育コンソーシアム」に関する協定を締結 

我が国の多文化共生教育をリ
ードする大学間で情報共有を図
り、教育分野を中心に各大学の特
色を活かしながら相互に連携・補
完することで、国内外の多言語多
文化社会の抱える問題を解決し、
異なる言語、習慣、文化を持つ
人々が安心して暮らすことので
きる社会の実現を目的として、令
和３年３月、本学と弘前大学、東
京外国語大学、長崎大学の４大学
は「多文化共生教育コンソーシアム」に関する協定を締結し
た。この協定に基づき、令和３年度には、４大学合同のオン
ライン連携授業を開催した。 

 
②世界展開力強化事業の推進 

「大学の世界展開力強化事業」（文部科学省）に、本学を
中心としたアフリカ６機関連携による事業『アフリカの潜在
力と日本の科学技術融合による SDGs 貢献人材育成プログラ
ム』を申請し令和２年度に採択された（事業期間：令和２～
令和６年度）。 

本プログラムは、地域社会の社会構造を理解し潜在力を生かしながら、分子農
学及びスマート農業技術を活用して食料生産を飛躍的に向上させる高生産性農

業を確立し、これを基に流通・加工・販売システムを構築することにより、地域
社会の持続的発展に貢献出来る、高度専門的人材を日本とアフリカが共同して育
成するものである。令和３年度には連続国際シンポジウムを開催したほか、「UU-A 
STUDENT SUMMIT 2022」をオンラインで実施し、本プログラムに参画する学生を
中心に 200名超が参加した。 

 
③基盤教育英語プログラムにおける着実な成果 

基 盤 教 育 英 語 プ ロ グ ラ ム で は
“English Shower”をテーマに、授業
内はもちろん、授業外でも様々な学習
環境を提供している。教員チームは
TESOL（Teaching English Speakers of 
Other Languages）の修士号を取得した
教員またはネイティブの教員で構成し
ており、高い教育力を有している。こ
れらの取組により、令和３年度の TOEIC
スコアは、550 点以上 52.8%（目標 25%）、650点以上 23.0%（目標 10%）となり、
いずれも目標を大きく上回った。 

 
④外国人生徒入試の定員化 

全国の国立大学に先駆け、平成 28 年度入試から国際学部において「外国人生
徒入試」を導入している。本入試について、社会的要請の高まりや、グローバル
化の更なる推進、また志願者数が安定してきたことを受け、これまで「若干名」
としていた募集人員を令和４年度入試から「５名」に定員化することを決定した。 

これにより、多様な個性・能力を持つ学生に学びの機会を提供することを可能
としたほか、学部の教育研究の柱として掲げる「多文化共生」を学ぶ環境形成へ
の寄与が期待される。 

 
戦略４ 地域イノベーションの創出 
①大学発ベンチャー支援 

「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 31 年４月１日
施行）」に基づき、支援の対価として株式又は新株予約権を取得することができ
る旨を規定した「国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規
程」を令和２年４月に施行した。これに基づき、研究戦略企画チームにおいて認
定候補先を審査した結果、６社の企業を大学発ベンチャーとして認定し支援する
こととした。 

 
②大学開発の水稲品種の全国的な評価 

全国の生産者がコメの味を競う「第 17 回お米日本一コンテスト in しずおか
2020（令和２年 12 月開催、全国から 597 点が出品）」で、本学の開発した品種
「ゆうだい 21」を栽培・出品した栃木県内の農家が金賞を受賞した。これは県勢
初となる快挙であり、ゆうだい 21の魅力向上と全国への PRにつながることが期
待されるとして農学部長より感謝状を贈呈した。 

また令和３年度に開催された「いばらき米の極み頂上コンテスト（茨城県内か
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ら 108 点が出品）」では、ゆうだい 21 が４点出品され、その全てが最終審査６
点に残り、１～３位を独占する等、引き続き高い評価を得ている。 

 
③産学官連携の取組状況 

研究や産学官連携活動に充てる時間を確保するため、令和２年度に「宇都宮大
学における競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支
出に関する申合せ(令和３年３月 19 日制定)」を整備し、令和３年度には３件の
利用申請があった。この申合せにより、研究代表者等の研究以外の業務の代行に
係る経費を、政府の競争的資金から支出することが可能となった。 

また、研究業績や外部資金獲得実績等で優れた成果を上げている教員に対し、
研究に専念する環境を整備することで本学全体の研究力強化を図ることを目的
に、「宇都宮大学卓越教員制度」を令和２年度に導入した。卓越教員には「管理
運営業務の免除」「講義担当の軽減」「業績に応じた研究費配分」「大型プロジ
ェクトを推進するための研究スペース無償貸与」などを認めており、令和２及び
令和３年度は、３名の教員に対して「卓越教授」の称号を付与した。 

これらは文部科学省及び経済産業省が定めた「産学官連携による共同研究強化
のためのガイドライン【追補版】」でも課題として挙げられている「研究・産学
官連携活動のエフォート確保」にも資するものとなっている。 

 
戦略５ ガバナンス改革 
①宇都宮大学ステークホルダー会議の設置 

本学の多様なステークホルダーから、本学の目標・計画、組織運営等に関する
意見等を聴取する組織として、令和２年度に「宇都宮大学ステークホルダー会議」
を設置した。 
（詳細は業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 参照） 

 
②大学入学者選抜の実施体制の強化に関する取組 

出題ミスを防ぐ対策としては、従来から試験問題作成時に複数回・複数人での
確認を行うとともに、試験実施中にも最終確認を行っている。今後も引き続き、
出題ミス等が発生しないよう、事前・事後の対策の充実を図る。 

入学者選抜の公正確保の観点からは、平成 31 年度の大学入学者選抜の公正確
保等に関する有識者会議の最終報告を各学部の入試担当者に周知するととも
に、令和４年度入試の募集要項の作成をはじめ入学試験実施の際には、この報告
書で指摘された趣旨を踏まえ、適切な対応をするように指示した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

○組織運営の改善のため、ガバナンス機能の強化や人事・給与制度の弾力化を行う。その際、学内資源の再配分を戦略的に行う。 
○学外者の意見等を法人運営に適切に反映する。 

 

中期計画 進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【58】 
文理融合、分野融合による教

育分野の創出及び学内資源の有
効活用の観点から、新しい教育
組織と教員組織を整備する。（教
教分離） 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

地域創生科学研究科博士後期課程先端融合科学専攻の設置が、大学設置・学校法人審議会で認可され、これまでの研究分野に
新たな分野を加えた１専攻３プログラム５学位（光工学、農学、工学、国際学、学術）の教育課程として、令和３年４月に設置
となった。 

博士後期課程は、博士前期課程での取組をさらに深め、専門性を高めるとともに境界領域や学際領域の知識・技術も活用した
学際的思考力が養成される分野横断・学際的な教育研究指導体制のもと、STI for SDGsに適した専門深化を実現するために、専
門性を高めるための主指導教員及び研究担当副指導教員に加え、分野横断学際的な思考力を養成するための分野融合担当副指導
教員を配置し、多様な分野の教員による教育を行う教員組織体制を整備した。 

【59】 
学長が重点を置く特命事項を

進めるため、副学長及び学長特
別補佐の増員を含め、学長補佐
体制を強化する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

学長が重点を置く特命事項をより効果的に推進するため、各理事、副学長及び学長特別補佐の担当分野の見直しを行い、より
戦略的に機能する体制とした。主な取組は以下のとおりである。 

・本学と三重大学が連携して、互いの生産性を向上させることを目的としてクロス・アポイントメント協定を締結 
・地域連携機能強化及び持続的イノベーション創出体制構築のため、地域創生推進機構の改組及び研究推進機構を設置（特命

学長補佐を配置） 
・令和６年４月開設に向け、新学位プログラムの設置検討開始（学長特別補佐を配置） 
・志願者数増加及び現状の入試分析等を目的とし、「入試戦略タスクフォース」を設置（学長特別補佐を配置） 
・全学的なビジョンを踏まえ、適正な人員配置を行うため、新たな教員任用方針を策定 

【60】 
学長のガバナンス強化のた

め、本学が掲げる戦略の下での
各部局の取組状況についての監
事監査の結果に基づき、部局長
との個別面談を行うなど、学長
による部局長の業績評価を実施
する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

これまでの部局評価結果を整理するとともに、より成果を重視した評価を実施するため、全学共通の指標に対する部局の実績
や改善策を評価項目とするなど、評価制度の改善を図った。 

部局評価結果に基づき配分したインセンティブ経費を含め、第３期中期目標期間中に、運営費交付金や学長戦略経費の予算措
置を講じてきた学内の各種事業について、成果の検証を行った。その結果を基に事業の統廃合を行い、第４期中期目標・中期計
画の達成に資する事業や、社会的インパクトの創出につながり得る事業に対し、戦略的に資源配分を行うことを決定した。 

【61】 
年俸制導入時の達成目標値を

更に増やすため、在職教員の年
俸制の適用基準を見直し、教員
の希望に応じて年俸制が適用で
きるようにするとともに、地域

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 
新規採用教員は全て年俸教員とする方針に基づき採用人事を進め、令和３年度末において年俸制教員の比率は 17.6％となり、

目標の 10%を上回った。 

○ 項目別の状況 
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社会や企業からの新規採用教員
にも年俸制の適用範囲を拡大
し、国内外の優秀かつ多様な人
材の確保を図る。また、一定以
上の間接経費獲得額に応じた業
績給等、業績給の算出範囲を拡
大する。 
【62】 
大学と地域企業等との密接な

協同事業等、双方での密接な業
務従事に対応するため、適切な
エフォート管理による給与制度
のクロス・アポイントメントを
制度化する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

令和２年 10 月１日に国立大学法人三重大学とクロス・アポイントメント協定を締結し、同大学の教授１名を、クロス・アポイ
ントメント適用の教授（特命副学長（地域連携・産学連携担当）、エフォート率 25%）として採用した。 
本学での実績として、本学が実施するリカレント教育プログラムにおける地域企業のニーズ把握や、大学院生による合同ゼミ

の開催など、地域イノベーション・地域における人材養成をより推進し、社会連携の強化を図った。 
また、令和３年度には日本ゼオン株式会社より共同研究講座の設置申込があり、それに併せて共同研究講座教員のクロス・ア

ポイントメント制度による雇用が決定した。これにより双方の科学技術シーズの産業化の推進が期待される（詳細は財務内容の
改善に関する特記事項等 参照）。 

【63】 
本学の男女共同参画にかかる

アクションプランを実現するた
め、女性に限定した教員採用公
募の実施を全学に促し、女性教
員比率の向上を図る。また、多
様な意見を法人運営に反映する
ため、管理職に占める女性割合
を向上させる。再掲【指標：女
性教員の比率 20％】 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

平成 28年度から引き続き女性教員採用特別制度を活用しており、現在は本制度で助教１名を採用しているとともに、令和３年
度に再度公募・選考を行い、令和４年度の採用を予定している。また引き続き、公募要領へ「業績が同等の場合は女性を優先し
て採用する」旨を記載し、女性教員を優先して採用する取組を行っている。さらに、妊娠中・産後の女性教員支援の一環である
研究補助員制度により、令和２年度には５名、令和３年度には８名の教員に研究補助員雇用経費を措置した。 

これらの取組により、女性教員採用比率は令和２年度 17.6％（17 名中３名）、令和３年度 25.0％（８名中２名）となった。
また女性教員比率は令和２年度 20.4%（339名中 69名）、令和３年度 20.1%（329 名中 66 名）と、目標の 20%を上回った。 

【64】 
大学のガバナンス機能向上の

観点から、監事がより広範な業
務に取り組むことができる工夫
など、監事の機能を強化する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

監事による監事監査計画書と、内部監査規程に基づく監査室の内部監査基本計画の監査項目等の調整・連携を図り広範囲の監
査に取り組んだ。また、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の令和３年２月
１日付改正に合わせ、学内競争的研究費等監査及び学内会計監査マニュアル（様式を含む）を見直した上で監査を実施した。 

【65】 
40 歳未満の優秀な若手教員の

活躍の場を全学的に拡大し、教
育研究を活性化するため、若手
教員の雇用に関する計画に基づ
き、退職金に係る運営費交付金
の積算対象となる教員としての
雇用を促進する。再掲【指標：
40 歳未満の若手教員比率 20%】 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

平成 28 年度より、35 歳未満の助教採用促進のための「若手教員テニュアトラック制度」を導入しているほか、卓越研究員事
業（文部科学省）に参画している。平成 29 年度からは定年退職者の後任補充は原則助教とすること及び新規採用教員は原則テニ
ュアトラック教員とする方針に基づき、若手教員を積極的に採用しており、40 歳未満の若手教員の採用比率は令和２年度 70.6%、
令和３年度 75.0%となった。 

【66】 
様々な学外者の意見等を取り

入れ、社会や地域のニーズを業
務運営に的確に反映する。 Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

本学の多様なステークホルダーから、本学の目標・計画、組織運営等に関する意見等を聴取する組織として、令和２年度に宇
都宮大学ステークホルダー会議を設置した。これまで令和２年度に１度、令和３年度に２度会議を開催し、得られた意見やニー
ズを大学運営の改善へと繋げた。また、法人評価・４年目終了時評価における学部・研究科の現況分析結果に対する自己点検・
評価を行って、改善に取り組んでいる。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標  

○学長のリーダーシップの下で、第２期で取り組んできた業務及び組織見直しの実績を踏まえ、社会のニーズに的確に応じた組織改革を行う。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【67】 
学際総合的な教育研究を推進

し、グローカルリーダー育成機
能を強化するために、国際学部
の改組を行い総合大学としての
特長を活かした教育プログラム
を設定する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

国際学部改組の完成年度である令和２年度においては、計画に基づく教育プログラムを着実に実施した。また令和３年度にお
いては、学部長のリーダーシップの下、複数の委員会や WG による検討・検証の結果、多文化共生、多様性などを考慮した広い知
識と価値に関する学際的な学び、国際感覚に基づいた行動力・実践力の養成、外国語運用能力の強化を教育の３つの柱とするこ
とを確認しつつ、①英語力アップのための英語開講科目の必修化、②多文化公共圏センターの機能強化に基づく関連科目の開講
を行った。 

【68】 
教育学部の学生定員について

は、第３期中期計画期間におけ
る教員就職実績を検証しつつ、
国及び栃木県の教員養成政策の
動向並びに地域、学校等のニー
ズを踏まえ、第３期中期計画期
間中に見直す。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

今後の共同教育学部の学生定員に関しては、栃木県における今後 15年間の教員需要の状況を把握し、第４期中期目標期間まで
は募集人数が大幅に減少しないことから、県教育委員会のニーズに沿った 170名の定員を継続的に確保することを決定した。 
また、教員就職率向上に向けて以下のような取組を実施した。 
・教職志向の向上を目的に、2021年度より、学校体験活動を含む「教職ホランティア入門」を選択科目から必修科目へ変更 
・学期ごとに、担任が教職志向への意向を個別に聞き取る面談を実施して教員志向を促す助言等を付与 
・４年生に対しては、論作文の添削指導を重点的に実施するといった、サポート体制の強化 

【69】 
世界に通じる光工学分野の人

材育成機能を強化し、次世代技
術者の育成に対応した教育体制
にするために工学部の改組を行
う。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

平成 31年４月、これまでの４学科制を１学科３コース制に再編・統合した工学部基盤工学科を設置した。２年次進級時に実施
されるコース配属に際しては、コースアドバイザー制度によるコース選択時の個別指導（複数回実施）が実施されるが配属方法
について再検討の結果、特に成績不振者についての指導を強化するために、配属猶予制度を導入した。 
また３年生に対して実施した、教育プログラムに関するアンケート結果では、２年生からのコース配属制度について 94％の学

生が肯定的な回答であった。 
【70】 
地域の知の拠点の高度化を目

指し、地域と連携した実践的な
学びを基盤として、文理融合を
含め、幅広い分野を融合した新
しい大学院組織を平成32年度に
設置する。併行して、社会的要
請の高い学士課程教育プログラ
ムの開発を進める。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

地域創生科学研究科博士後期課程先端融合科学専攻の設置が、大学設置・学校法人審議会で認可され、これまでの研究分野に
新たな分野を加えた１専攻３プログラム５学位（光工学、農学、工学、国際学、学術）の教育課程として、令和３年４月に設置
となった。 

博士後期課程は、博士前期課程での取組をさらに深め、専門性を高めるとともに境界領域や学際領域の知識・技術も活用した
学際的思考力が養成される分野横断・学際的な教育研究指導体制のもと、STI for SDGsに適した専門深化を実現するために、専
門性を高めるための主指導教員及び研究担当副指導教員に加え、分野横断学際的な思考力を養成するための分野融合担当副指導
教員を配置し、多様な分野の教員による教育を行う教員組織体制を整備した。 

【71】 
教育学研究科修士課程（学校

教育専攻）は、専門職学位課程
（教育実践高度化専攻;教職大
学院）への移行を見据え、理論
と実践の往還が可能となるカリ

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

専門職学位課程（教育実践高度化専攻：教職大学院）は、当初 15名の定員であったが、県教育委員会のニーズ等を踏まえ、平
成 31 年度より定員数を 18 名に増員した。令和３年度以降は安定的に定員を充足しているので、当面この規模を維持することと
した。教員配置については、設置基準に基づく規程では 13 名の専任教員が必須要件のところ、本課程では 15 名である。これは、
特別支援教育の免許状（専修）を取得可能にするために当該分野の教員を補強したことによる。また、教科教育の力量を向上さ



宇都宮大学  

- 9 - 
 

キュラム･教育方法への転換を
実施するとともに、教職大学院
では国の政策動向や県のニーズ
を踏まえて教員配置・コース編
成、定員について具体的に検討
し、決定する。 

せる目的で、専任教員の他に 16 名の兼担教員を配置し、全教科をカバーする体制を整えた。今後この人数を増やし、より充実し
たカリキュラム構成とするために、引き続き検討を進める。 

【72】 
再掲【地域イノベーションの

創出とそれを支える高度専門職
業人の育成機能を強化するため
に、農学研究科にミッションの
再定義を踏まえた新たな教育組
織を設置する。】 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

これまで本学が強みとして培ってきた雑草制御技術、野生鳥獣管理技術を活かした高度専門職業人を育成するため、地域創生
科学研究科に副専攻プログラム“Advanced Learning +1”「雑草鳥獣管理プログラム」を平成 31年度より開設した。令和２及び
３年度においても継続的に修了者を輩出している。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ③ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中
期
目
標  

○法人化後取り組んできた事務処理の効率化・合理化を更に推進し、そのための機動的な事務体制を再整備する。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【73】 
事務の機動性を高めるため、

学部事務の見直しを検討し、キ
ャンパス単位での学部事務組織
への一元化・再編を目指す。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

令和２年７月に、峰地区及び陽東地区において各学部事務室を峰キャンパス事務部及び陽東キャンパス事務部へと一元化し、
各業務の省力化、機動性の向上を実現した。 

【74】 
定期に開催される全学の事務

会議において、事務処理の効率
化・合理化に係る項目を抽出の
うえ、その項目ごとに検討し、
順次実施する。 

Ⅳ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

各部局の業務内容及び業務量を調査し、また電子化や担当部署の一元化により削減可能と考えられる業務を検討した結果、物
品調達システムや新しい学内グループウェアの導入を決定し、稼働を開始した。これにより発注業務の省力化や、学内業務にお
ける書面・押印・対面業務の見直し、電子決裁及び業務フローの見直し等、業務の DX 推進が図られた。また、テレワークの導入
に向け WGを設置し検討を進めた。 

【75】 
IR に活用されるデータの集

積・管理及び加工・合成等にか
かる体制を一元化するため、デ
ータを有する各事務部門の担当
者を組織化する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

URA と本学 IR 部門が協働で実施した研究 IR に基づき、本学の研究力の強みを分析した。その結果、オプティクス、バイオサ
イエンス、工農連携分野の強みが明らかとなり、学長戦略経費等の配分により、それらの一層の強化に向けた支援を実施した。 

また、学生に対して行っている教学系アンケート調査の統合・整理を行い、効率化及び収集データの拡充を図るとともに、調
査結果を基に学修成果分析（EMIR）を行い、教育の質保証につなげた。 
業務 IRとしては、入学者選抜の現状分析を行い、本学のブランド力低下等の課題を明確にし、その結果を踏まえ、タスクフォ

ースを設置して課題に対応するなど、大学経営等の改善を図った。 
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

 

１．特記事項 
 
（１）組織運営の改善に関する取組 
①研究推進機構の設置【58】 

本学の先端研究を担う５研究センター（雑草管理教育研究センター、バイオサ
イエンス教育研究センター、オプティクス教育研究センター、ロボティクス・工
農技術研究所、機器分析センター）を一元化することで、異分野融合研究を促進
し、新産業創出の誘発等による持続的イノベーション創出体制を構築するため、
令和３年度より「研究推進機構」を設置した。 

 
②ステークホルダーの多様な意見を聴取する体制の構築【66】 

本学の多様なステークホルダーから、本学の目標・計画、組織運営等に関する
意見等を聴取する組織として「宇都宮大学ステークホルダー会議」を令和２年度
に設置し、第１回会議を令和３年３月に開催した。本会議はテーマごとにメンバ
ーを選定する形式で開催しており、第１回の会議では産業界のニーズの把握に重
点を置くため、各産業界の経営者、指導者として活躍する卒業生を中心としたメ
ンバーを招集し、オンラインにて実施した。また令和３年度は高大連携を発展さ
せる目的で、栃木県立高校の学校長を中心としたメンバーで開催するなどした。 

会議で出された意見・提言は、本学の運営活動の改善に向けて検討し、第４期
中期目標、中期計画などに反映した。 

 
（２）教育研究組織の見直しに関する取組 
①共同教育学部を新設【68】 

宇都宮大学と群馬大学は、地域の義務教育
課程に責任をもってあたる体制の構築や、高
まる教員の資質能力向上への要請に応えるた
め、両大学の教育資源の相互活用をはじめと
する緊密な連携・協力に基づいて、国内初と
なる共同教育学部を令和２年４月に設置し
た。各大学の得意分野・特色を活かしたカリ
キュラムが実現するとともに、ICT/プログラ
ミング教育の強化、グローバル教育の強化、
SDGs に対応する ESD 教育の強化といった、高
い質と幅広い教育を実現するシナジー効果を
生み出している。また、特別支援学校教諭免
許では、従来の３領域（知的障害、肢体不自
由、病弱者）に２領域（聴覚障害、視覚障害）
を加えた５領域での取得が可能となった。 

 
 

②新たな大学院博士後期課程の設置【58】【70】 
これまでの２研究科を再編・統合し新たな分野を加

え１専攻３プログラム５学位（光工学、農学、工学、
国際学、学術）からなる地域創生科学研究科博士後期
課程先端融合科学専攻を令和３年４月に設置した。こ
の改組により、STI for SDGs に資する専門性を高め
るための「主指導教員」及び「研究担当副指導教員」
に加え、分野横断学際的な思考力を養成するための
「分野融合担当副指導教員」を配置し、多様な分野の
教員による教育を行う教員組織体制を整備した。 

これにより、持続可能な地域産業・地域社会を支え
る指導的高度専門職業人としての博士人材を育成す
る体制が整った。 

 
（３）事務等の効率化・合理化に関する取組 
①学部事務組織の一元化及び業務の見直し・効率化【73～74】 

各学部事務室を峰地区及び陽東地区のキャンパスごとに一元化する峰キャン
パス事務部及び陽東キャンパス事務部を設置した。 

また、物品調達システム（詳細は財務内容の改善に関する特記事項等 参照）
の導入により業務の省力化が図られることに併せて、財務課と経理課の再編統合
を行った。これにより、業務の共通化・効率化を図り、大学全体における業務量
の削減を実現した。また、各部局の業務内容及び業務量を、WGを設置して調査し、
全学的グループウェアの導入による電子化や、担当部署の一元化などにより削
減・効率化が可能と考えられる業務を検討した結果、事務系非常勤職員の２割に
相当する 27 名の削減を実現した。併せて、効果的に機能強化・業務改善を図る
ための令和４年度からの事務組織再編につなげた。 

 
②マイナンバーカードを活用した管理システムの導入【74】 

令和元年６月にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカ
ードの普及とマイナンバーカードの利活用の促進に関する方針」に基づき、本学
においても「マイナンバーカード活用及び事務システムの効率化検討 PT」を設置
し、活用に向けた検討を実施してきた。検討の結果、適正な勤怠管理や職員証等
に係る事務作業効率化を目的に、「マイナンバーカードアプリケーション搭載、
入退管理システム及び図書システム」を導入し、令和３年４月より稼働を開始し
た。これにより、令和３年度末時点で教職員のマイナンバーカード取得率は 71.3%
と、全国平均の 43.3%（令和４年４月１日現在、総務省公表）を大幅に上回って
おり、事務作業効率化を実現するとともに、マイナンバーカードの利活用の促進
が進んでいるといえる。 
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２．共通の観点に係る取組状況 
 
【ガバナンス改革の観点及びガバナンスの強化に関する取組】 
①学長の在職期間における業績評価 

学長の各事業年度に係る業務執行状況について、学長選考会議（令和４年度か
ら学長選考・監察会議に名称変更）において毎年度評価を行っている。これを踏
まえ令和２年度から、これまで監事が評価を行うこととしていた学長の在職期間
における業績評価についても、業務執行状況の評価と併せて、学長選考会議にて
行うこととした。 

 
②会議体の見直し及び副学部長の設置 

教育研究の質の向上を図り、自主的・自律的・戦略的な教学運営を実現するた
め、教育研究評議会における評議員の役割・業務分担の明確化を図り、その機能
を一層活性化させるため、令和２年度から各学部から選出される評議員を２名か
ら１名とすることとした。 

また、大学改革を執行する学部のガバナンス強化を図るため、令和２年度から、
新たに学部長を補佐し、学部長の命の下、当該学部に関する公務を司る者として、
各学部に副学部長を置くこととした。なお、副学部長を部局長連絡協議会に出席
させ、教育研究及び経営に必要な連絡、調整に関与する体制とした。 

 
③新たな教員任用制度の導入 

教員任用について、配分されるポイントに基づき各部局が柔軟に教員任用を行
う教員ポイント制度を廃止し、学長のリーダーシップのもと教員人事を一元管理
し、全学的なビジョンにより教員任用を行う新たな教員任用制度を令和３年度か
ら導入した。 

当制度における教員任用については、第４期中期目標期間における予算積算上
の標準教員数を念頭に、本学のミッションの達成に向けた各部局の教員任用計画
を参考として、学長・理事・副学長で構成される戦略企画本部会議（議長は学長）
の議を経て、学長が決定するものとした。また、教員の昇任については、全学的
なビジョンを踏まえ、毎年度実施される教員評価結果を参考としつつ、当該教員
の業績等を基に総合的に判断するものとした。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
  ① 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中
期
目
標  

○教育研究基盤等を強化、発展するため、外部研究資金等の獲得を促進しつつ、自己収入を確保する。 

 

中期計画 進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【76】 
全学の研究開発戦略に基づ

き、大型の外部資金や競争的研
究資金の獲得に対して URA 室コ
ーディネーターを活用し、さら
に企業交流会などの活用によ
り、きめ細やかな企業等とのマ
ッチングを図り、外部研究資金
の増加や競争的研究資金の増加
に取り組む。【指標：マッチン
グ件数を第２期中期計画期間中
の平均と比較して 10％UP】 

Ⅳ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

URAの支援による科学研究費補助金獲得の実績から URA１名を常勤化するとともに、令和３年４月より自治体や産業界などと共
創するための総合窓口として社会共創促進センターを設置し、研究支援体制を強化した。 

また、新たに「共同研究講座及び共同研究部門規程」を整備し、組織対組織産学連携を推進し、共同研究講座の設置につなげ
た。更に、技術指導、各種コンサルティングなど従来であれば兼業で対応してきたものを本務で行えることを規定した「学術指
導取扱規程」を令和３年７月に整備した。このように、産学連携推進のための規程整備、自治体や企業等とのオンラインによる
コラボレーション・フェアや、本学の研究シーズを発信するオンラインサロンの開催などにより、企業等とのマッチング件数は
第２期中期計画期間中の平均 176件と比較して、令和２年度は 79 件増（44.9％増）の 255件、令和３年度は 82 件増（46.6％増）
の 258件となった。 

【77】 
安定した財政基盤の確立のた

めに、適切な財産管理に基づく
資産の売却や、研究成果の活用
等、自己収入の一層の拡大に向
けた取組を行う。 

Ⅳ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、財産貸付料収入や自動販売機売り上げに伴う収入が減少したことに伴い、新たな増
収方策が必要であると判断し、事業用定期借地権設定契約（本学初）やネーミングライツ制度（本学初）等の導入を決定し、増
収強化に向けた取組を行った。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
  ② 経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標  

○健全な大学運営を維持するために経費の抑制とコスト削減を行う。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【78】 
契約内容及び契約方法の見直

しによる業務の合理化、情報機
器やホームページを活用した情
報化の推進、省エネルギー機器
等への更新による効率的な施設
運営などにより、管理的経費の
抑制とコスト削減を徹底する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

令和３年 10 月１日時点で「情報入出力運用支援サービス一式」の委託業務範囲が合計 68 台となり、この２年間で８台増加と
なった。２年間総額では平成 31 年度比で複写機の保守料が約 37.5%（約 5,000千円）の削減となった。 

令和３年２月に完成した附属図書館陽東分館改修及び増築工事において、照明器具・空調設備をエネルギー効率の高い機器へ
更新することで建物の環境性能の向上を図った。また保健管理センター陽東分室を附属図書館陽東分館内に集約整備し、現保健
管理センター陽東分室（288 ㎡）の取壊しを行う工事が令和３年３月に完了し、既存スペースの集約化・有効利用を図り管理的
経費の抑制及び効率的な運用を行った。 

令和２年 10 月から物品調達システムを活用した教員発注制度を導入し、発注業務の簡略化と、発注から納品までの時間の短縮
が実現した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
  ③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

○資産及び資金の有効な運用を行う。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【79】 
保有資産の現状を正確に把

握・分析し、適切な財産管理に
基づく資産の売却等を含め、効
率的、効果的な活用を行う。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

令和３年２月に完成した附属図書館陽東分館改修及び増築工事において、陽東学務課事務室の集約化、保健管理センター分室
（288 ㎡）の取壊しを行い、図書館分館に集約化を図り、管理的経費の抑制、既存スペースの有効活用、効率的な運用を図った。 

【80】 
資金運用に当たっては、運営

費交付金等の資金の保有状況を
十分に見極めた上で、短期で運
用することも含め計画的な運用
を行う。 

Ⅳ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

安全かつ効率的な資金運用及び利率の優れた運用方法について検討を行い、一般担保付社債の中でも特に利率の高い電力債の
購入を決定した。その結果、令和２年度は 200百万円（利率 1.42%）、令和３年度は 100 百万円（利率 1.05%）の運用を開始し、
大幅な運用益の増収となった。 

  



宇都宮大学  

- 16 - 
 

（２） 財務内容の改善に関する特記事項等 

 

１．特記事項 
 
（１）外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する取組 
①URA による外部資金獲得支援及び獲得支援体制の強化【76】 

コロナ禍で対面での産学連携活動が制限される中、企業等からの技術相談にオ
ンラインツール等を用いたことにより、令和２年度に 95 件、令和３年度に 79件
の対応を実施した。また URA が主体となり、産学連携イベント「オンラインサロ
ン」を令和２年度に４度、令和３年度に２度行い、計 457名に対し本学シーズの
紹介等を実施した。その結果、URA の支援により獲得した共同研究が令和２年度
は 17 件、令和３年度は 22件となった。 

加えて、URA を中心に科学研究費補助金獲得に向け、「科研費説明会」や、申
請書作成の強化週間を設定した「集中作成 WEEK」の実施などにより、令和２年度
科学研究費補助金配分額は対前年度 65,390千円増（24.1%増）の 336,700 千円（令
和３年度も同水準）となった。それらの成果をもとに、令和３年度から URAを常
勤化するとともに、自治体や産業界などと共創するための総合窓口となる「社会
共創促進センター」を設置し研究支援体制の強化を図った。 

また、新たに「共同研究講座及び共同研究部門規程」を整備し、組織対組織産
学連携体制を強化し、共同研究講座（年額 34,320千円、５年総額 171,600千円）
の設置につなげた。更に、技術指導や各種コンサルティング等、従来であれば兼
業で対応してきたものを本務で行えることを規定した「学術指導取扱規程」を令
和３年７月に整備し、年度内に８件 2,812 千円の契約があり、外部資金獲得につ
ながった。 

 
 
 
 
 
 

②事業用定期借地権設定契約【77】 
本学敷地内の保育園を運営している社会福祉法人と、社会福祉法人設立（平成

18 年）から令和３年３月 31 日まで、土地の無償貸付契約（３年毎に契約更新）
を締結していたが、本学の自己収入増加の観点から、土地の有償貸付に向けた協
議を開始し、以下のとおりの合意が得られた。これにより、今後 20 年間におけ
る自己収入の増加が見込まれる。また、令和４年度から他の土地に関してもサウ
ンディング型市場調査を開始し、土地の有効活用と自己収入の増加を推進してい
く予定としている。 

・事業用定期借地権設定契約（令和３年 10月１日～令和 23年３月 31日） 
・貸付金額年間 4,209千円（毎年路線価方式により算定） 
・20年間の貸付見込金額 約 80,820千円 

 

③ネーミングライツ制度の導入【77】 
本学及び地域の活性化に資するほか、事業者と連携する機会を拡大するととも

に、新たな財源を確保し、健全で安定した財政基盤確立の一助とすることを目的
に、令和３年６月の学内各種会議において、ネーミングライツに関する規程の制
定及び令和４年２月に竣工した新女子寮にネーミングライツ事業を適用するこ
とを決定した。公募の結果、２社から応募があり、審議を経て『栃木セキスイハ
イム株式会社』と以下のとおり契約した。これにより、今後 10 年間における自
己収入の増加が見込まれる。また、他の建物に関してもニーズ調査し、ネーミン
グライツ事業の拡大を進めている。 
【契約期間】令和４年４月１日～令和 14年３月 31日（10年間） 
【愛  称】セキスイハイムさくら寮 
【命名権料】年間 1,100千円（10年間の金額 11,000千円） 

 
④新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援基金の立ち上げ【77】 

宇都宮大学 3C基金では、新型コロナ
ウイルス感染症拡大に伴い、緊急支援
基金を迅速に立ち上げ積極的な募集活
動を展開した結果、44,038千円の寄附
金を受け入れるとともに、企業からノ
ートパソコン 75 台の現物寄附を受け
入れた。また、令和２年度の基金全体
では 91,524 千円の受入となった。これ
らを含め、これまでに受け入れた寄附
金を原資として、経済的支援からメン
タルケアにいたる大規模な支援策であ
る「緊急学生支援パッケージ」（総額
約２億円）を展開し、延べ 1,200 人を超える学生に対し、給付型奨学金、学生ピ
アサポート、パソコンの無償貸与等の支援を行った。 

 
（２）経費の抑制に関する取組 
①物品調達システムを活用した教員発注制度の導入【78】 

調達業務を精査し、電子取引による効率化を図るため、令和２年 10 月から物
品調達システムを活用した教員発注制度を導入した。これにより、発注業務の簡
略化に加え、発注から納品までの時間短縮といった効果があり、調達事務常勤職
員２名の削減や教育・研究に充てる時間の増加につながった。また、調達内容が
可視化されることにより公的研究費の不正使用等の防止にもつながることとな
る。 

 
 
 

科学研究費補助金配分額推移 （単位：千円）

206,900 215,800 229,400 208,700 259,000 258,900

62,070 64,740 68,820 62,610 77,700 77,670

268,970 280,540 298,220 271,310 336,700 336,570

R3R２

合計金額

H28 H29 H30

直接経費

間接経費

R１
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（３）資産の運用管理の改善に関する取組 
①資金運用形態の変更による財務基盤の強化【80】 

これまで本学においては、国債・定期預金等の元本保全を原則とした資金運用
を行ってきたが、近年の超低金利と言われる状況を受け、有価証券での運用につ
いて検討を行った。上記の元本保全の原則を守りつつ、相対的に好条件の一般担
保付の社債、その中でも特に利率の高い電力債の購入を行うこととし、運用を開
始した。令和２年度は 200百万円（利率 1.42%、20 年債）、令和３年度は 100 百
万円（利率 1.05%、15年債）の運用を開始したことにより、それまでの過去３年
平均の運用益が 270千円/年であったのに対し、令和４年度以降は 3,890千円/年
の運用益を今後 15 年に亘り得られることとなった（総額 72,550 千円）。 

 
２．共通の観点に係る取組状況 
 
【財務内容の改善及び財務基盤の強化に関する取組】 

「事業用定期借地権設定契約」及び「ネーミングライツ制度の導入」について
は、前項を参照。これらの取組は単年度の収入では無く、長期にわたり得られる
収入であるため、安定した財政基盤の確立に資する取組である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



宇都宮大学  

- 18 - 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
  ① 評価の充実に関する目標 

 

中
期
目
標  

○効率的な自己点検・評価及び厳正な外部評価を実施し、評価結果を大学諸活動の改善に活用する。 
○教員の職能発達を促進し、教育・研究力を向上させるために新教員評価制度を制定する。 

 

中期計画 進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【81】 
教育研究の質向上を図るため

に、組織評価のあり方を見直し、
より効果的な自己点検・評価を
実施し、大学 IR 機能を活用して
評価結果の検証・フィードバッ
クを行って自己改善サイクルを
定着させる。また、全学部にお
いて外部評価を実施し、評価結
果を教育研究活動の改善に結び
つける。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

引き続き「宇都宮大学内部質保証システム」に基づく各部局の評価を行い、その結果によりインセンティブ経費を配分して機
能強化を促進した。なお評価に当たっては、各年度の取組実績の検証に加え、全学共通指標に基づく成果と課題についてエビデ
ンスベースで説明を求め、特に、全学平均や全国立大学の学系別平均を下回るものについては、今後の対応策等の検証を行った。 

【82】 
自己研鑽による教育研究等の

一層の質向上を図ることを目的
とした新しい教員評価制度を平
成 30 年度までに制定する。その
ために適切な評価項目やその点
数化の方法並びに評価結果の可
視化や処遇への反映など組織的
改善に活かせる活用法について
設計を進め実施する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

引き続き、自己研鑽型の教員評価を実施し、教育研究等の質向上を図ったほか、令和２年度に認定を行った卓越教員の評価の
配分割合について学長が定めることとするなど、従来と比べ評価のメリハリを強め、教員の教育研究等への意欲の活性化を図っ
た。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
  ② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

 

中
期
目
標  

○社会に対する説明責任を果たすため、大学諸活動の情報を積極的に公開するとともに、本学の認知度向上を図るため、戦略的な広報活動を展開する。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【83】 
教育、研究、社会貢献等大学

諸活動の状況を、ホームページ、
大学ポートレート、ソーシャル
メディア、広報誌等を通じて多
様なステークホルダーの視点に
立ってわかりやすく情報発信す
るとともに、大学の魅力を高め
る企画を実施する。また、ユー
ザビリティ向上のためのホーム
ページの改善や各種メディアと
のコミュニケーション強化のた
めの報道機関との懇談会、大学
の認知度、親しみやすさ向上の
ための本学オリジナルキャラク
ターを活用した広報の強化な
ど、広報活動を積極的に展開す
る。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

ステークホルダーへの情報発信として、本学のアクションプランに基づき取り組んだ成果と財務情報を統合し、本学の実態を
より広角的に表すことを目的として、令和２年度に「ACTION PLAN & FINANCIAL 統合報告書 2020」を、令和３年度に「ACTION PLAN 
& FINANCIAL 統合報告書 2021」をそれぞれ発行した。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、大学が感染対策を講じながら、授業や課外活動、ピアサポートの取組等を行っている様
子を動画にまとめ、ホームページ及び本学公式 SNS において公開した。また、広報誌の特集記事としても制作し、様々な手段で
コロナ禍の大学の状況を伝えた。これらの結果、令和３年度時点の YouTube チャンネル登録者数は令和２年度比 1.5 倍となる効
果につながった。 

令和２年度に実施したスマホサイトユーザビリティ調査結果から、本学のホームページの改善案をまとめ、令和３年度はトッ
プページの表示速度や入試情報へのアクセスをしやすくする等の改修作業を実施した。 

各部署と連携しながら、プレスリリースを配信し、重要事項については記者会見を開催することで積極的に学内の情報発信を
行った。また、令和３年度からネットニュースにおける本学の情報を毎日受け取る契約を締結し、本学の露出度の状況及びメデ
ィア掲載における費用対効果を図ることを可能とした。 
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（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等 

 

１．特記事項 
 
（１）評価の充実に関する取組 
①「宇都宮大学内部質保証システム」に基づく業績評価の実施【81】 

平成 28年度より運用を開始した「宇都宮大学内部質保証システム」に基づき、
各学部の業務実績を役員及び経営協議会学外委員によるヒアリングを通じて評
価している。令和２年度に実施した業務実績評価では、単年度の評価ではなく、
法人評価に準じて、平成 28年度から 31 年度の４年間に対する評価を行うことと
し、加えて、より統一的な評価とするため、共通のエビデンス（志願倍率、授業
評価の平均点、留年率、外部資金獲得額等）を用いた評価を実施した。令和３年
度においても上記の評価を継続し、これらの評価結果を基に、部局の機能改善の
ためのインセンティブ経費配分を決定し、各学部の個性の伸長と機能の強化に充
てられている。 

 
 
 
 
 

（２）情報公開や情報発信等の推進に関する取組 
①「ACTION PLAN & FINANCIAL 統合報告書」の発行【83】 

本学は第３期中期目標・中期計画期間のスター
トにあたり、目指すべき４つのビジョンとそれを
実現するための５つの重点戦略を設定し、これを
「アクションプラン 2016」としてとりまとめ公表
した。重点戦略を含めた事業の実施は、財政政策
と密接な関係にあることから、アクションプラン
に基づき取り組んだ成果と財務情報を統合し、本
学の実態をより広角的に表すことを目的として、
「ACTION PLAN & FINANCIAL 統合報告書」を令和
２、３年度とそれぞれ発行した。 

令和３年度に発行した 2021 年度版では新たに
「宇都宮大学の立地による地域への経済波及効果
（詳細は全体的な状況 参照）」の内容を追加し、
宇都宮大学の価値の見える化につなげた。 

 
②情報発信の多角化【83】 

新型コロナウイルス感染症の影響で、大学が感染対策を講じながら、授業や課
外活動、ピアサポートの取組等を行っている様子を動画にまとめ、ホームページ
及び本学公式 SNS において公開した。これらの結果、令和３年度時点の YouTube
チャンネル登録者数は令和２年度比 1.5 倍となったほか、twitter、Facebook、
Instagramのフォロワー数は、それぞれ 1.2倍、1.1倍、1.6倍となった。 

令和２年度に実施したスマホサイトユーザビリティ調査結果から、本学のホー
ムページの改善案をまとめ、令和３年度はトップページの表示速度や入試情報へ
のアクセスをしやすくする等の改修作業を実施した。ホームページのページビュ
ー数は、新型コロナウイルス感染症関連記事が多量であった令和２年度比では
0.9倍であるものの、令和元年度比では 1.4倍となっている。 

各部署と連携しながら、プレスリリースを配信し、重要事項については記者会
見を開催することで積極的に学内の情報発信を行った。また、令和３年度からネ
ットニュースにおける本学関連の情報を毎日受け取る契約を締結し、本学の露出
度の状況及びメディア掲載における広告費の換算が可能となり、2,000 件を超え
る配信により 283百万円の換算値が算出できた。 

 
 
 
 
 
 

  

＜共通指標・エビデンス＞ ○データ（推移グラフ等）は戦略・評価室において提供
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
  ① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中
期
目
標  

○本学の改革の柱である地域の発展を支える地域活性化の中核的拠点としての機能強化を中心として施設整備、既存施設の有効活用を推進する。 

 

中期計画 進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【84】 
本学が重点的に進める改革の

ため、国の財政措置の状況を踏
まえ新学部棟を整備するととも
に、既存施設の有効活用を行う。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 
①令和３年２月に引き渡しを行った附属図書館陽東分館改修及び増築工事において、陽東学務課事務室の集約化、保健管理セン

ター分室（288 ㎡）の取壊しを行い、図書館分館に集約化を図り、管理的経費の抑制、既存スペースの有効活用、効率的な運
用を図った。 

②これまで特定の部局のみが使用してきた陽東６号館について、産学連携の共同研究プロジェクト及び工学技術の実践を行う共
同研究スペースとして整備することを決定し、文部科学省の施設整備費補助金の交付を受け、新たにコラボレーション・コモ
ンズとして部局の協力を得て改修工事を実施した。併せて、使用に関する公募等についても、「コラボレーション・コモンズ
使用公募要領」を制定し、既存施設の有効活用に資する新たな具体的取組を実現した。 

③学生の修学環境充実を目的として、峰町及び陽東キャンパスの主要な建物において、学内 Wi-Fi環境の拡充を行った。 
【85】 
安全・安心な教育研究環境を

維持するため、様々な手法を活
用し老朽改善整備及び基幹整備
（ライフライン）の更新を計画
的に行う。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 
①キャンパスマスタープランや平成 29 年度に策定したインフラ長寿命化計画（個別施設計画）に基づき、予定していた各工事・

整備を令和４年３月までに全て完成した。 
②令和２年度に策定した改善計画に基づき、令和３年度に陽東防火設備点検（点検 136箇所、修繕 15箇所）、外壁タイル打診調

査（峰町６棟、陽東６棟）を実施した。 
③主要キャンパスの中・長期的な整備プランを検討し、キャンパスマスタープランに「キャンパスフレームワークプラン（長期

計画）」を追加記載し、改定した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
  ② 安全管理に関する目標 

 

中
期
目
標  

○全学的な安全管理体制の下、学生（児童等を含む）及び職員の安全を確保する。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【86】 
全学の安全衛生委員会と各地

区安全衛生委員会との連携のも
とで、安全管理に関する全学目
標を策定し、全学的な安全管理
への取組を強化する。また、安
全管理に対する役職員の意識向
上を醸成するため、役員や管理
職員による学内巡視を実施し、
必要に応じた適切な改善を速や
かに行う。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

「安全管理目標」及びその目標に基づく「安全衛生活動計画」に基づき、全学の安全衛生に係る取組を計画通り実施した。ま
た労働衛生コンサルタントによる学内巡視を各年度 10～11月にかけて実施し、指摘のあった事項については管理職員が巡視し、
適切な改善を速やかに行った。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
  ③ 法令遵守等に関する目標 

 

中
期
目
標  

○第２期に業務方法書の改正によって再整備した内部統制のシステムを一層活用し、法令遵守の徹底を推進する。 
○研究活動における不正行為、研究費の不正使用に関し、本学の研究者等の行動規範、及び不正使用防止計画等に基づき、不正防止を徹底する。 
○国際標準を基礎とした情報セキュリティマネジメントにより、情報セキュリティを推進する。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【87】 
新任職員に対しては、参加を

義務付けた法令遵守に関する研
修を実施する。また、法令遵守
に関して、Q&A形式によるアンケ
ート調査を毎年実施し、教職員
の認識状況を把握するととも
に、その結果の周知と合わせた
研修会等を開催する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

新任職員研修を開催し、研修項目の一つに「コンプライアンスについて」の講義を設け、法令遵守に関し意識付けを行った。
また「研究費の不正使用防止に関するコンプライアンス教育及び研究活動における研究倫理教育」について、新任教員及び未受
講者を対象に、日本学術振興会の e ラーニングの受講を義務付けている。併せて、教員及び事務職員等を対象として、研究費の
使用や管理等に係るルールの理解度チェックの実施及び誓約書の徴収を実施した。 

また、全教職員を対象にハラスメント防止研修を開催し、ハラスメントに対する基礎知識の醸成及びハラスメント防止の意識
啓発を行った。 

【88】 
研究費の不正使用の防止のた

めのコンプライアンス教育、及
び研究活動の不正行為の防止の
ための研究倫理教育を全部局対
象に行い、本学の制度等の周
知・徹底及びチェックリストに
よる理解度の把握を実施し、本
学の不正防止環境を維持する。
また、不正防止計画推進室と各
部局が連携して、本学に関わる
不正要因を多角的に把握し、必
要に応じて適切な改善を速やか
に実施するなど、不正防止効果
の向上を図る。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

学内グループウェアを活用し、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン」の周知や他機関等の不正事例等の
情報共有など不正防止に関する啓発活動を積極的に展開した。また、不正防止計画推進室において、「研究費等不正使用防止計
画」を策定し、運営管理推進責任者及び研究倫理教育責任者の下、研究費の不正防止に関するコンプライアンス教育及び研究倫
理教育を実施した。 

【89】 
国際標準に基づいた情報セキ

ュリティマネジメントを推進
し、安全で安心できるキャンパ
ス情報通信環境の維持に取り組
む。技術面の取組に併せ、国際
規格認証機関による外部審査を
毎年受審し、管理策や制度の状
況を継続的に改善するととも
に、関連する情報セキュリティ
訓練、診断を実施する。また、
大学情報戦略の協調に関する協
定（横浜国立大学と宇都宮大学）

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

第３期中期目標期間中を通して、国際規格認証機関による外部審査を毎年受審し、ISMS+IRBC 国際規格認証を維持継続してい
る。また情報セキュリティにかかる取組として、①教職員への教育・訓練、②関連する Web セキュリティ診断、③ISIRT 活動及
び、NII-SOCS、JPCERT/CC、警察との連携活動を継続的に実施した。 
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のもと、情報セキュリティマネ
ジメントに関する相互研修を実
施する。 
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（４） その他業務運営に関する特記事項等 

 

１．特記事項 
 
（１）施設設備の整備・活用等及び施設マネジメントに関する取組 

①附属図書館陽東分館改修及び増築工事【84】 
学長のリーダーシップに基づく全学的体制

の下、施設の有効活用と利便性を図るため、
附属図書館陽東分館改修及び増築工事に併せ
た図書館陽東分館への陽東学務課事務室及び
保健管理センター分室の集約を行い既存スペ
ースの適正化を図った。これにより、電気料
金等の管理的経費は年間 635 千円の削減及び
インフラ長寿命化計画（個別施設計画）に基
づく建物の長寿命化改修経費 50,876千円の削
減がそれぞれ見込まれる。 

また、改修した建物は学生関係の部局を集約したことから「学生プラザ」と名
称を変更し、新たな学修スペースの創出を行ったことによる修学環境の向上につ
ながった。 

 
２．共通の観点に係る取組状況 
 
【法令遵守及び研究の健全化に関する取組】 
①情報セキュリティマネジメント 
①平成 24 年より、宇都宮大学情報セキュリティインシデント緊急対応チーム

（uuISIRT）を設置し、緊急対応体制を維持継続している。（通知 2.1.1(1)） 
②平成 27 年度より、大学 Web サイトについて、外部からの脆弱性診断を毎日及

び毎月実施し、攻撃への脅威対策を継続している。（通知 2.1.1(1)） 
③平成 29年度より、NII-SOCSや JPCERT と連携し、能動的な早期警戒と確認を実

施することで、事態が深刻化しないよう努めている。（通知 2.1.1(1)） 
④平成 29 年度より、学生も含むユーザーの情報セキュリティに関する意識向上

も必須であるため、教授会等での啓発、e ラーニングを活用した教育等も継続
している。（通知 2.1.1(2)） 

⑤平成 27年度以前より、Web セキュリティ診断や標的型訓練メールの実施などの
ISIRT 活動を継続し、意識向上を図るとともに情報通信環境を維持している。
（通知 2.1.1(2)） 

⑥平成 19 年度より、総合メディア基盤センターでは情報セキュリティマネジメ
ント（ISMS）に関して事業継続のための ICT 準備態勢（IRBC）国際標準指針
ISO27031 を含む ISO27001国際規格認証を維持している。この IRBC（ISO27031）
を含めた活動が、被害最小化や被害拡大防止のための取組に活かされ組織に定
着している。（通知 2.1.1(3)） 

 

⑦平成 30 年度より、栃木県、栃木県警察等との「栃木県サイバーセキュリティ
に関する相互協力協定」を締結し相互協力を継続している。（通知 2.1.1(4)） 

⑧平成 27 年度以前より、情報機器が学外と Web 系通信をする際は、原則として
プロキシサーバを経由する構造を維持。業務系ネットワークについてはプライ
ベート IP での利用を行うとともに重要な業務を扱う学務及び人事システム等
については専用ネットワーク内での運用を継続している。（通知 2.1.1(5)） 

⑨各省庁やセキュリティ関連組織が主催する研修・セミナーに積極的に参加しイ 
ンシデント対応等で求められるスキルの習得に努めている。（通知 2.1.2(2)） 

 
②化学物質管理に関する取組 

化学物質管理システムの導入に伴い、令和２年４月より化学物質等の管理の方法
や体制を見直したことから、化学物質等を取り扱う教職員及び学生を対象に、「化
学物質等管理講演会」をオンラインにより開催し、229 名が受講した。 

また令和２及び令和３年度に、有害化学物質取扱い講習を年２回（前期と後期）
実施し、その中で法令遵守についても講習を行った。 
 
【施設マネジメントに関する取組】 
①施設の有効利用や維持管理（予防保全を含む）に関する事項 

これまで、本学の施設の多くは学部単位で管理運営され、施設の稼働率の低下や
施設の利用形態に応じた適切なスペース配分が行われていない状況であったが、令
和元年度に本学施設が全学の共有財産であることを明確にするとともに、スペース
の一元管理等に必要な体制及び手続を整備することを目的として、不動産管理事務
取扱細則を改正した。 
これをもとに、令和２年度には学内主要キャンパスである峰及び陽東両キャンパ

スの主要建物（計 19棟）の全居室（計 61,693㎡）について、担当理事による使用
状況確認のための立入り調査を行い、当該調査結果を基に、研究施設のスペース再
配分計画（計 1,413 ㎡）を策定した。これにより、バイオサイエンス教育研究セン
ターの教育研究スペースの拡大を行うこととし、本学の強みであるバイオサイエン
ス分野の研究力強化に資するとともに、他学部との連携研究の推進にもつながる施
設整備が図られた。また、陽東６号館改修工事において、産学連携の共同研究プロ
ジェクト及び工学技術の実践を行う共同研究スペースとして整備することを決定
し、文部科学省の施設整備費補助金の交付を受け、新たにコラボレーション・コモ
ンズとして改修工事を実施した。施設の利用者は公募によって決定し、施設利用料
として年間 500 千円の収入を見込んでいる。これにより、産学連携並びに社会との
「共創」につながることが期待される。 
 
②キャンパスマスタープラン等に基づく施設整備に関する事項 

学長のリーダーシップに基づく全学的体制の下で、キャンパスマスタープラン
に基づく投資年次計画に基づき、峰町３号館及びバイオサイエンス教育研究セン
ターの改修工事を自己財源により実施した。この工事において学生のための新た
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なスペースを創出したことで、修学環境の更なる充実を図った。また、すべての
大学来訪者への利便性及びキャンパス環境の向上に資するため、陽東キャンパス
においてサイン（案内表示）の整備を行い、新たに総合案内サイン（３か所）、
施設名称サイン（22 か所）、矢羽根誘導サイン（11 か所）及び駐車場誘導サイ
ン（１か所）を設置、加えて学生の修学環境充実を目的として、峰町及び陽東キ
ャンパスの主要な建物において、学内 Wi-Fi環境の整備を行った。 

 
③多様な財源を活用した整備手法による整備に関する事項 

学長のリーダーシップに基づく全学的体制の下で、峰町３号館及びバイオサイ
エンス教育研究センターの改修工事及び経年により外壁の劣化が著しかった峰
町４号館、陽東 10 号館及び第２寮の外壁改修工事を学内経費により実施した。 

また、長期借入金および目的積立金により女子学生寮である宇都宮大学セキス
イハイムさくら寮を整備し、それに併せて施設名称のネーミングライツも実施し
た。 
（セキスイハイムさくら寮の詳細は全体的な状況 参照） 
（ネーミングライツの詳細は財務内容の改善に関する特記事項等 参照） 

 
④環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメントの推進、ZEB（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の実現に向けた取組の推進に関する事項 
学長をトップ（エネルギー管理統括者）とし、経営的視点を踏まえた省エネル

ギー推進体制を整備している。また、各部局には省エネルギー等推進者を置き、
率先した環境配慮行動及び省エネルギーの推進に取り組むこととしている。 

陽東６号館改修工事においては、高効率型機器の採用や建物の断熱性能の向上
等により、エネルギー使用量の削減を図った。 

令和４年度に実施予定の（下籠谷）牛舎・管理棟改築事業の基本設計業務を学
内経費により令和３年度に実施。当該事業においては、ZEB による施設整備を予
定している。 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上 
(4) その他の目標 
 ④ 附属学校に関する目標 

  

中
期
目
標  

○地域の教育界との連携を強化し、学校における教育課題解決に資する教育研究活動を積極的に推進するとともに、その成果の還元に取り組む。 
○大学・学部との連携を強化し、教育実習の充実及び附属学校を活用した共同研究等を積極的に推進し、附属学校が本来求められている機能の充実を図る。 
○地域の教育委員会との組織的な連携体制を構築し、県内の教員の交流・研修の場を積極的に提供する。 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

【52】 
教育の現代的課題に対応する

ための先導的な研究に取り組
み、その成果を公開研究会等を
通して全国的に発信するととも
に、地域における教科・領域等
の研究会活動の拠点機能を強化
することにより、地域における
モデル校的な役割を果たす。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

公開研究発表会は、令和２年度は新型コロナウイルス感染症に伴い特別支援学校のみ実施した。令和３年度は全附属学校でオ
ンラインにより開催し、参加者数は合計で 1,722 名と、平成 31 年度までと同水準の規模での開催が実現した。また各附属学校園
が授業資料や動画をオンラインで公開し研究成果を提供した。 

13 のプロジェクトごとに実施した研究授業および関連資料はオンラインにより全国的に公開した。公開研究発表会の参加者を
対象としたアンケートでは、連携研究の重要性を評価するものなどが多く、効果を確認できた。 

また令和２年度に全国で新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言が発令された休校中には、附属学校の教員が中心とな
り、独自に作成した学習動画（幼稚園 13本、小学校 251 本、中学校 116本、特別支援学校 89 本）を学校 HP等で一般公開した。
これにより、自校以外の幼児・児童・生徒も含めた継続的な学習に大きく貢献した。 

【53】 
公立学校の校内研修や要請訪

問等への参画・支援をより積極
的に行うとともに、附属学校園
における教員研修プログラムを
拡充し、公立学校教員に広く提
供することにより、地域の教育
力向上に寄与する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

県内の自治体を中心に、公立学校等の校内研修や要請訪問等への参加・支援を継続的に実施した。研修会は、附属幼稚園では
現職教員研修「保育を語る会」を、附属小学校では栃木県初任者研修及び県学力向上推進リーダー研修に授業例を提供、附属中
学校では公立学校への訪問参加及び宇都宮市の年間指導計画作成支援、教員研修会の開催や県内全地区からの若手教員を対象に
授業公開を実施、特別支援学校では宇都宮市の幼稚園・保育園等訪問事業担当及び中堅教諭等資質向上研修対象者参加を含む教
職員サマーセミナーを開催した。参加者へのアンケート結果では、総じて高い満足度が確認でき、教員の資質・能力向上に貢献
した。 

【54】 
教育学部の教育実習と教職実

践演習、及び教育学研究科の教
育実践系プログラムの効果的な
実施方法を学部と共同で開発す
るとともに、その実践に全面的
に協力する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

当初の計画通り、公立学校で実施していた教育実習Ⅰを附属学校での実施に変更し、令和元年度より附属小・中学校で教育実
習Ⅰ・Ⅱを連続しての実施へと変更した。また、令和３年度の教育実習Ⅲは、新型コロナウイルス感染症で公立校での教育実習
枠が削減されたことに伴い、学部と連携して附属中学校が学生を受け入れ、実践的な学修の場を提供することに貢献した。 

各年度の教育実習Ⅱに関するアンケートでは、「将来、教職に就きたいか」の質問について「非常にそう思う」・「そう思う」
の合計が、実習前後で毎年 10 ポイント以上の増加が見られた。附属学校での教育実習が、教職志向の向上に寄与することが確認
できた。 

【55】 
学校教員に求められているア

クティブ・ラーニングの指導法
を教育学部と協働して構築す
る。 Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

アクティブ・ラーニングを効果的に活用できる教員を養成するため、アクティブ・ラーニング指導法を取り入れた学部授業を
開設した。授業に先立ち、附属学校教員が大学教員に対してアクティブ・ラーニングの具体的方法について研修を行う体制をと
っている。本授業の効果を示すものとして、教育実習後の３、４年生 91名に対して実施したアンケート調査において、「アクテ
ィブ・ラーニングの視点から、主体的・対話的で深い学びの実現を意識した」と回答した学生が全体の 93.4%となったほか、中
等教科教育法で扱われたアクティブ・ラーニング指導法が役立ったかどうかを問う質問では、81.3%が肯定的な回答をしており、
学生への意識定着に結びついていることが判明した。 

また、教育実習で実習生の指導を担当した附属中学校教員 19名を対象としたアンケート調査でも、「指導した実習生が主体的・
対話的で深い学びを意識した授業に取り組めていた」の回答が 94.7%を占める結果となった。 
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【56】 
本附属学校園の特色である幼

小中の接続教育や一貫教育、多
様な個性を持つ子どもたちに目
を向けた教育等に関する教育研
究を、教育学部との組織的な連
携システムを再構築することに
より質的に深化させるととも
に、成果を教育学部における教
員養成に反映させる。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

学部と附属学校園の教員で構成する 13 の研究プロジェクトチームで構成される連携体制により、小学校と中学校の教科間の連
携研究をはじめ、幼稚園を含む一貫教育への共通理解が一層深められた。研究授業などの実践計画を着実に進め、研究授業の記
録方法や開示方法等について、全四附属学校園がオンライン対応に積極的に取り組み、新たな形態での成果発表へとつなげるこ
とができた。このことにより従来の公開研究発表会の内容が質的に深化するとともに、プロジェクトごとの学部-附属学校園の連
携を強める効果をもたらした。新たに、ICT を活用した授業動画等を含む研究成果の学部への還元は、アクティブ・ラーニング
検討チームによるアンケート結果から、中等教科指導法や教育実習等において、実践へ貢献していることを確認できた。 

【57】 
教職センター・学部と連携し

ながら、地域の教育委員会との
組織的な連携体制を構築し、地
域の教育課題への協働的な取組
や、公立学校教員との効果的な
人事交流を推進する。 

Ⅲ 

（令和２及び３事業年度の実施状況） 
 

栃木県教育委員会と連携して人事交流を積極的に進めた。これにより各地区の優秀な教員が附属学校に係わることで、大学と
のプロジェクト研究や附属中学校における研究を、新たな視点で捉える風土が醸成され、さらに活発な研究活動が行われた。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項 

 
○附属学校について 
 
１．特記事項 
 
①教育研究の深化と地域貢献 
附属学校園の教育研究活動を拡充するため、平成 28年度より開始した 13の「学

部教員-附属学校教員共同プロジェクト」による共同研究を継続実施し、研究成果
は『研究概要集』にまとめ、冊子のほか学部ホームページで公表した。 
研究成果の発表の場である公開研究発表会については、現職教員のための免許更

新講習としても位置付け、参加する教員の資質・能力の向上を支援し地域教育界へ
の貢献を拡大する仕組みを整えた。公開研究発表会実施後のアンケート(令和４年
３月)では、「公開研究発表会の内容を、実際に授業・保育等で活用したい、参考
にしたい」とする回答が 94.3％、また実際に「活用した」とする回答が 55.7％と
なり、その成果を確認できた。 
GIGAスクール構想を受け、附属学校園校舎のアクセスポイントを大幅に増設し、

附属学校と大学との回線を含めた ICT環境の整備を拡充するとともに、附属小学校
と附属中学校を中心に生徒一人一台の端末を配備して教育研究の充実を実現した。 
 

②大学運営との一体化の推進 
大学理事を議長とする「宇都宮大学共同教育学部附属学校基本構想会議」を中心

に、附属学校に対するガバナンスを強化するとともに、附属学校の規模も含めた在
り方について、第４期中期目標期間を見通した長期的な運営方針について協議を行
った。 
附属学校の責任体制強化のため、校長の常勤化決定に従い、令和２年４月に公立

学校校長経験者（栃木県教育委員会 教育次長経験者）を特任教授として附属中学
校常勤校長（小学校校長を兼務）に採用した。特任教授は「宇都宮大学共同教育学
部附属学校基本構想会議」「附属学校委員会」「附属学校連携室」及び「共同教育
学部教授会」等の会議に出席し、大学・学部と情報共有し大学運営の方針をもとに
一体となって附属学校の運営を行なっている。 
 
２．評価の共通観点に係る取組状況 
（１）教育課題への対応 
○ 学校現場が抱える教育課題について、実験的、先導的に取り組んでいるか。 
新型コロナウイルス感染症の影響により、児童・生徒の学習機会の確保にあたり、

オンライン学習への対応が急務となった。そのため、附属学校の各校舎における ICT
環境の拡充と管理体制の強化により、情報通信ネットワークの高度な活用を可能と
する整備を行った。また小学校及び中学校を中心にタブレット端末を一人一台配置
し、13 プロジェクトによる研究課題として、これらを活用した先進的な教育実践に
取り組んだ。 
 
 

○ 審議会答申などにより明確となる新たな教育課題や国の方策について、率先し
て取り組んでいるか。 
「Society5.0」など新たな時代への教育に向け、共同教育学部内に「GIGAスクー

ル構想 WG」を新設し、GIGA スクール構想実現に向けた環境の整備とともに、タブ
レット端末等の ICT環境の適切な配置や機材等の維持を含めた管理体制を整えた。
またこれらの資源を有効に活用し、個に応じた学習指導や指導体制づくりの支援を
行った。オンライン対応の教材作成や授業研究では、複数教員が技術的に協力し制
作する体制を構築し実践した。 
 
○ 地域における指導的あるいはモデル的な学校となるように、多様な子供たちを

受け入れながら、様々な教育課題の研究開発の成果公表等に取り組んでいるか。 
幼稚園では３歳児の抽選により入園児を決定するなど多様な児童の受け入れに

努めている。また小学校及び中学校では連絡入学に加え、試験による公立学校から
の入学、また欠員がある場合には帰国子女なども受け入れる体制を整えており、多
様な児童生徒を受け入れている。 

公開研究発表会の他、栃木県の認定を受けた「授業力 UP セミナー」を初任者研
修の選択プログラムとして県内の若手教員向けに開催したほか、公立学校等への校
内研修会や総合訪問などにおける指導助言、教育センターでの研修会、講演、他大
学附属学校や他大学での実践発表等を通して成果発表を行った。指導者として講演
等を行った実績件数は、附属小学校が令和２年度 10件、令和３年度 26 件、附属中
学校が令和２年度１件、令和３年度１件、特別支援学校が令和２年度６件(12名)、
令和３年度９件(18 名)である。 

研究開発の成果公開となる公開研究発表会では各附属学校園の合同開催形式で
実施した。合同開催では「学びの連続性」をテーマに、幼少連携や小中連携を踏ま
えた 13 のプロジェクトが発表を行った。参加者を対象とした令和３年度のアンケ
ートでは、「連携研究の重要性が理解できた」とする回答が 79.9%あり、幼少中が
公開研究発表会を合同開催する意義があったことが確認された。 
 
（２）大学・学部との連携 
○ 附属学校の運営等について、大学・学部側との間で協議機関等が設置され十分

に機能しているか。 
附属学校と大学・学部では「附属学校基本構想会議」「附属学校委員会」「附属

学校連携室」の協議機関を設けている。「附属学校基本構想会議」は理事が議長を
務める全学会議で、共同教育学部長、同評議員、附属学校連携室長、各学校園長に
より構成され、附属学校の在り方及び将来像について、大学運営を踏まえた検討を
行っている。令和３年度は、第４期中期目標期間に向けた中長期的な展望を踏まえ
た附属学校の規模のあり方を含め検討し、今後の基本方針案を決定した。また「附
属学校委員会」では各附属学校園の入試を含めた事案、「附属学校連携室」では主
に教育研究に関する協議を行っている。 

各機関の協議内容や決定事項は共同教育学部教授会で報告し、学部構成員間で共
有している。 
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○ 大学・学部の教員が、学校現場での指導を経験する意義を踏まえ、一定期間附
属学校での授業の担当や、行事への参加などについてのシステムが構築されてい
るか。 
大学教員が定期的に附属学校で授業を行う仕組みを平成 29 年度に導入した。特

に若手教員を優先的に担当させることを目的とし、附属教員とのコラボ授業等も行
い、これをテニュア審査の評価項目の一つに位置づけた。また全教員を対象に、附
属学校での授業経験を持つ機会を学部として推奨する体制を取り入れ、積極的に学
校現場に赴き授業担当や課外活動の指導に参加できるようになっている。 
 
○ 附属学校が大学・学部におけるＦＤの実践の場として活用されているか。 
13 のプロジェクトで定例的に開催されている研究会（月１回）は、大学教員と附

属学校園教員が指導法や学習計画について協議を行っており、FD の実践の場として
活用されている。 
 
○ 大学・学部のリソースを生かしながら、質の高い教育課程や教育方法の開発に

取り組んでいるか。 
共同教育学部教員の専門性を附属学校の教育実践に活かすことを目的に、教科等

の枠組みで 13 のプロジェクトが組織され、幼小中の「12 年間の学びの連続性」を
意識した単元・授業づくりに取り組んでいる。研究会では、授業実践・分析・評価・
改善の PDCA サイクルを通して、質の高い授業や教育課程・方法の開発に努めてい
る。特別支援学校では、音楽分野・体育分野の大学教員に授業参観や研修会の講師
を依頼し、教科教育の観点からの指導助言を受け、授業作りや学習評価等に反映し
た。共同研究に参加する大学教員は、これらのプロジェクトにより、専門性を生か
したカリキュラム構成の検討と、教育現場の実践を踏まえた学習指導法の指導助言
を行っている。 
 
○ 附属学校での実践研究の成果が大学・学部の教員養成カリキュラムに反映され

るシステムが構築されているか。 
附属学校の実践研究を推進する 13 のプロジェクトは、大学教員の専門的知識を

教育実践に活かしながら、研究から得られた質の高い授業を実践できる教員を育成
するため、学部への成果還元機能を有している。方策の一つとして、アクティブ・
ラーニング WG を設置し、附属学校教員が実地指導講師として担当する各教科の中
等教科指導法授業科目を中心に、附属学校の実践研究の成果を学部教育に還元し、
その内容を学生が教育実習等で活用できるようになっている。また授業やカリキュ
ラム改善を図るため、毎年学部で行っている教育プログラム会議においても各プロ
ジェクト研究の進捗状況が報告され、問題点・課題の共有化を図るとともに、教員
養成カリキュラムの改善方策を協議している。 
 
①大学・学部における研究への協力について 
○ 大学・学部の教育に関する研究に組織的に協力する体制の確立及び協力の実践

が行われているか。 
13 のプロジェクトにおいて、学部教員により、附属学校との研究協力が推進され

ている。附属学校連携室が中心となりプロジェクト研究主任会議（年４回）が企画
され、年間の研究計画や研究内容について協議を行い、各プロジェクトに所属する

学部教員と附属教員が協力して教育研究に取り組む体制を構築している。協力体制
の中で得られた研究成果は「宇都宮大学共同教育学部教育実践紀要」に、論文・報
告として毎年掲載・公開されている。 
 
○ 大学・学部と附属学校が連携して、附属学校を活用する具体的な研究計画の立

案・実践が行われているか。 
附属学校連携室の連携研究担当部署が中心となり、大学と附属学校の連携研究の

計画の立案・実践を行うため、年度ごとにプロジェクト研究の年間計画を立案し、
連携して教育研究を実践している。プロジェクトごとに３〜４年間を見通した研究
計画を定め、年１回、公開研究発表会を開催している。 
 
○ 大学・学部との連携により、学校における実践的課題解決に資するための研究

活動が行われているか。 
附属学校が開催する教員研修会等に大学教員が授業協力者及び指導助言者とし

て参加し、そこで取り上げられた学校現場における実践的課題を共有している。現
職教員から寄せられた教育実践課題について、その解決策にプロジェクトごとに取
り組む形で研究活動を行なっている。また、宇都宮市の全教員が所属する「小学校
教育研究会」「中学校教育研究会」では、附属学校の教員がリーダー的な立場で地
域学校の教育課題に対する研究活動を推進し、大学教員も各教科部会に助言者とし
て参加し指導を行っている。 
 
②教育実習について 
○ 質の高い教育実習を提供する実践的な学修の場としての実習生の受入を進め

ているか。 
教育実習の質向上を図るため、観察実習時期の検討を行い、小中学校での観察実

習後に幼稚園での観察実習を実施する体制を整えた。これにより幼稚園教育と小学
校以降における相違点・共通点について学生同士の議論が深まるなど、幼小中の学
びの連続性について指導体制の改善を図った。 

３年次の教育実習 I(小中 183 名)、Ⅱ（小学校 106 名、中学校 77名）、４年次の
教育実習Ⅲ（小学校８名、中学校５名）で学部実習生を受け入れた。また特別支援
学校では、教育実習で 30 名の実習生を受け入れたほか、教職大学院生対象の研修
プログラム（３日間計 25名）を実施するなど、受入を積極的に進めている。 
 
○ 大学・学部の教育実習計画は、附属学校を十分活用したものとなっているか。

（附属学校と公立学校での教育実習の有機的な関連づけについて検討が進めら
れているか。） 
教育実習計画は、教育実践専門委員会が中心となり、附属学校の実習担当教員と

協力して教育実習の計画を立てて実施している。 
また令和３年度から必修科目とした、教育実習の導入である「教職ボランティア

入門」では、必修化に伴う新規協力校も増やして、県内全域での実習実施体制を拡
充することで、全学生が県内の公立学校及び附属学校で学校ボランティア活動を実
施した。「教育実習」に関する科目としては、「教育実習Ⅰ」と「教育実習Ⅱ」は
オリエンテーション及び振り返りを含めた事前・事後指導を附属学校で実施してい
る。公立学校との連携に際しては、市町の教育委員会委員により組織される「協力
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学校教育実習運営協議会」が主体となり、各学校との連絡調整及び実習計画・振り
返りを行っている。 
 
○ 大学・学部の教育実習の実施への協力を行うために適切な組織体制となってい

るか。 
教育実習の相互協力を確保するため、学部の教育実践専門委員会及び教職センタ

ーが協力し、教育実習が円滑に実施できる組織体制で運営している。教職センター
の担当教員には、附属学校勤務経験を有する実務家教員を配置しており、実習生へ
の個別対応や支援などの対応も行なっている。 
 
○ 大学・学部と遠隔地にある附属学校については、教育実習の実施に支障が生じ

ていないか。 
学部と附属学校は、公共交通機関及び自転車等で往復が十分に可能な距離にあ

る。また最新の学内 LANの完備によりオンライン対応も拡充されており、十分な実
施態勢が確保されている。 
 
（３）地域との連携 
○ 教育委員会と附属学校との間で組織的な連携体制が構築されているか。 
教育委員会との連携を担当する「教職センター」が設置されており、学部の「附

属学校連携室」と併せて組織的連携体制が構築されている。また、教育研究成果を
発表する公開研究発表会は、栃木県教育委員会から後援を受けており、また宇都宮
市教育委員会とも共催の形で開催している。 

また令和２年４月に県教育委員会要職経験者（教育次長経験者）が特任教授とし
て附属中学校の常勤校長（小学校校長を兼任）に着任し、教育委員会主催校長連絡
会や主要会議に出席、県との人事交流による附属学校の人事や教員研修、内部情報
発信に関わり、教育委員会と附属学校との連携体制強化が図られた。 
 
○ 地域の学校が抱える教育課題の解決に教育委員会と連携して取り組んでいる

か。 
教育現場の諸課題に取り組んでいる宇都宮市の小学校教育研究会、中学校教育研

究会では、附属学校の各教科部会が実施事務局を担当するなど、市教育委員会と連
携して運営を行なっている。また、市教育委員会が主催する市内の校長会には本附
属学校の副校長が出席し、教育課題の解決に取り組んでいる。 
 
○教育委員会と連携し、広く県内から計画的に教員の派遣・研修が行われているか。

また研修後に各地域に研修成果を生かした貢献ができているか。 
教育委員会との連携により附属学校教員の人事交流を行っており、県から公立学

校教員が本校へ赴任している。また教員構成を考慮し、若手教員の配置を積極的に
進めるなどの計画的な人事が行われている。若手教員は各公立学校に異動後、附属
学校で培った先進的な教育・研究を基に、研究主任や地区の学習指導員といった地
域のリーダーとしての役割を多く果たしている。 
 
 
 

（４）附属学校の役割・機能の見直し 
○ 附属学校の使命・役割を踏まえた附属学校の在り方やその改善・見直しについ

て十分な検討や取組が行われているか。 
附属学校の存在意義の検証に基づき、大学理事を議長とする附属学校基本構想会

議が長期的な見通しを行い、附属学校が抱える諸問題や課題解決に対する基本方針
を策定するとともに、附属学校４校の学校評価を毎年実施し、現地調査において教
員や管理職からの意見聴取や情報交換を行うなど、現状を詳細に分析している。ま
た附属学校連携室会議が中心となり機能向上に向けた協議を定期的（年 8回）に行
い、附属学校に求められている意義や、地域のニーズに応える特色ある附属学校の
在り方について検討を継続的に行っている。 
 
○ 附属学校として求められる機能の強化を図る観点から、その規模も含めた存在

意義の明確化や大学の持つリソースの一層の活用がなされているか。 
教育実習の質を担保することや、地域に質の高い教員を供給可能な教員養成機能

を十分に果たすため、附属学校基本構想会議において、附属学校園の現在の規模は
維持する必要があることを確認している。 
共同教育学部以外の大学全体が有する資産を活用する例として、農学部の協力に

より附属農場を用いて特別支援学校高等部の農園芸班の生徒が農場体験を実施し
ているほか、国際学部の協力により、特別支援学校の生徒と国際学部の留学生がオ
ンラインで交流する機会を設け「総合的な学習の時間」における国際理解教育を行
うなど、学部を超えた全学リソースの活用が行われている。 
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Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  

 

  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照    

 

Ⅳ 短期借入金の限度額  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 
1,410,927千円 

２ 想定される理由 
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 

１ 短期借入金の限度額 
1,410,927千円 

２ 想定される理由 
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 

 
 
なし。 
 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

石井町第２団地の土地の一部（栃木県宇都宮市
石井町 2980 外４筆 1,056.52 ㎡）を公共目的に
資するため譲渡する。 
 
 

 
 
なし。 

 
 
なし。 

 

Ⅵ 剰余金の使途  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

毎事業年度の決算において剰余金が発生した場
合は、その全部又は一部を、文部科学大臣の承認
を受けて、教育研究の質の向上及び組織運営の改
善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、その全
部又は一部を、文部科学大臣の承認を受けて、教
育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 
 
なし。 
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Ⅶ そ の 他   １ 施設・設備に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・（陽東）総合研

究棟（デザイン工

学系）新営 

・小規模改修 

総額  527 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

（335） 

 

(独)大学改革支援・学位

授与機構施設費交付金 

（192） 

 

 

 
 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・ライフライン再

生（給排水設備） 

・峰町３号館改修 

・陽東実験研究棟

改修 

・女子寮新営 

総額  627 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

（386） 

設備整備費補助金 

（63） 

目的積立金 

（178） 

 

 

 
 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

・（下籠谷）ライ

フライン再生 

・（峰町）ライフ

ライン再生 

・（陽東）実験研

究棟改修 

・（陽東）長寿命

化促進事業 

・（陽東）女子寮

新営 

・（峰町）３号館

改修 

・（峰町）本部棟

エレベーター設置 

・（峰町）４号館

他外壁改修 

・（陽東）サイン

工事 

・基盤的教育研究

システム 

総額 1,537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

（395） 

(独)大学改革支援・学位

授与機構施設費交付金       

（26） 

目的積立金 

（238） 

長期借入金 

（815） 

設備整備費補助金 

（63） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 計画の実施状況等 

・（下籠谷）ライフライン再生             149,809千円 

・（峰町）ライフライン再生              103,460千円 

・（陽東）実験研究棟改修                91,960千円 

・（陽東）長寿命化促進事業               49,500千円 

・（陽東）女子寮新営                 862,400千円 

・（峰町）３号館改修                  80,000千円 

・（峰町）本部棟エレベーター設置            43,780千円 

・（峰町）４号館他外壁改修               74,371千円 

・（陽東）サイン工事                  18,700千円 

・基盤的教育研究システム                62,994千円 
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Ⅶ そ の 他   ２ 人事に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

○多様で優れた教員を確保する。特に若手教員や女

性教員を積極的に採用する。 

○地域の教育委員会との組織的な連携体制を構築

し、公立学校教員との効果的な人事交流を推進す

る。 

○年俸制の適用範囲を拡大し、国内外の優秀かつ多

様な人材の確保を図る。 

【61】新たな教員業績評価制度により令和２年度に

実施した教員業績評価の結果と、それを活用した業

績給及び号俸改定の結果を踏まえ、処遇への反映方

法について検証し、より適切に処遇へと反映される

よう見直しを行う。 

【63】「女性教員採用特別制度」を積極的に活用す

るとともに、「次世代育成支援に関わる諸制度の充

実方策」に基づいて妊娠中・産後の女性教員に対す

る代替教員等の措置や育児支援事業等を引き続き実

施し、女性教員の比率を高める｡【指標：女性教員比

率 20.0%以上】 

【65】全学の人事調整会議において決定した教員ポ

イント使用計画に基づき、若手教員の採用を促進す

るとともに、テニュアトラック制度を活用して、引

き続き若手教員比率の向上を図る。【指標：若手教

員採用比率 60％以上】 

【61】教員業績評価の実施にあたり援用している教

員評価について、令和２年度に実施した教員評価結

果を踏まえ、「卓越教員」の称号を付与された教員

における「教育」、「研究」、「組織運営」及び「社

会貢献」の４領域への配分割合を学長が別に定める

こととした。また、「組織運営」領域においては、

学部内の各委員長の兼任状況により極端に点数が高

くなる傾向があり、平均値と中央値との乖離が大き

くなっていたことから、当該領域における配点を見

直し、見直しを行った。 

【63】「（１）業務運営の改善及び効率化に関する

目標を達成するための措置」Ｐ７，参照 

【65】「（１）業務運営の改善及び効率化に関する

目標を達成するための措置」Ｐ７，参照 
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充       

足の状況について） 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 

 

地域デザイン 

科学部 

 

 

コミュニティ 

デザイン学科 

建築都市デザイン学科 

社会基盤デザイン学科 

小計 

(a) 

(人) 

 

２００ 

（６）  ２００ 

（６）  １６０ 

（１２）  ５６０ 

(b) 

(人) 

 

２１４ 

２１６ 

１７６ 

６０６ 

(b)/(a)×100 

(％) 

 

１０７．０ 

１０４．９ 

１０６．０ 

１０５．９ 

国際学部 国際学科 

国際社会学科 

国際文化学科 

小計 

（２０）  ３６０ 

― 

― 

（２０）  ３６０ 

４４４ 

５ 

２ 

４５１ 

１１６．８ 

― 

― 

１１８．７ 

共同教育学部 学校教育教員養成課程 

小計 

３４０ 

３４０ 

３５３ 

３５３ 

１０３．８ 

１０３．８ 

教育学部 学校教育教員養成課程 

小計 

３４０ 

３４０ 

３６０ 

３６０ 

１０５．９ 

１０５．９ 

工学部 基盤工学科 

機械システム工学科 

電気電子工学科 

応用化学科 

情報工学科 

建設学科 

第３年次編入学 

（各学科共通） 

小計 

９４５ 

７９ 

７９ 

８３ 

７４ 

― 

 

５２ 

（５２）１，２６０ 

９８７ 

１００ 

１０３ 

１０１ 

１０１ 

１ 

 

― 

１，３９３ 

１０４．４ 

１２６．６ 

１３０．４ 

１２１．７ 

１３６．５ 

― 

 

― 

１０６．２ 

農学部 生物資源科学科 

応用生命化学科 

農業環境工学科 

農業経済学科 

森林科学科 

第３年次編入学 

（各学科共通） 

小計 

２５２ 

１２８ 

１２８ 

１４４ 

１２８ 

 

３６ 

（３６）  ７８０ 

２６３ 

１４１ 

１３８ 

１６９ 

１４３ 

 

― 

８５４ 

１０４．４ 

１１０．２ 

１０７．８ 

１１７．４ 

１１１．７ 

 

― 

１０４．７ 

計 

第３年次編入学 計 

 

学士課程 計 

３，６４０ 

１２０ 

 

３，７６０ 

４，０１７ 

― 

 

４，０１７ 

１１０．４ 

― 

 

１０６．８ 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

地域創生科学研究科 

（博士前期・修士） 

地域デザイン科学専攻 

工農総合科学専攻 

小計 

１５４ 

５１６ 

６７０ 

２１８ 

５６０ 

７７８ 

１４１．６ 

１０８．５ 

１１６．１ 

国際学研究科 

（博士前期） 

国際交流研究専攻 

小計 

― 

― 

２ 

２ 

― 

― 

教育学研究科 

（修士） 

学校教育専攻 

小計 

― 

― 

２ 

２ 

― 

― 

工学研究科 

（博士前期） 

地球環境デザイン学専攻 

先端光工学専攻 

小計 

― 

― 

― 

１ 

１ 

２ 

― 

― 

― 

修士課程・博士前期課程 計 ６７０ ７８４ １１７．０ 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

地域創生科学研究科 

（博士後期） 

先端融合科学専攻 

小計 

２５ 

２５ 

３０ 

３０ 

１２０．０ 

１２０．０ 

国際学研究科 

（博士後期） 

国際学研究専攻 

小計 

６ 

６ 

１０ 

１０ 

１６６．７ 

１６６．７ 

工学研究科 

（博士後期） 

システム創成工学専攻 

小計 

６０ 

６０ 

６３ 

６３ 

１０５．０ 

１０５．０ 

博士後期課程 計 ９１ １０３ １１３．２ 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

教育学研究科 

（専門職学位） 

教育実践高度化専攻 

小計 

３６ 

３６ 

３１ 

３１ 

８６．１ 

８６．１ 

専門職学位課程 計 ３６ ３１ ８６．１ 
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学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 

 

東京農工大学大学院 

連合農学研究科 

（博士後期課程 

[参加校]） 

 

 

生物生産科学専攻 

応用生命科学専攻 

環境資源共生科学専攻 

農業環境工学専攻 

農林共生社会科学専攻 

(a) 

(人) 

４５ 

３０ 

３０ 

１２ 

１８ 

(b) 

(人) 

(b)/(a)×100 

(％) 

 

[連合農学研究科（参加校）] １３５ ３５ ― 

 

附属幼稚園 

附属小学校 

附属中学校 

附属特別支援学校 

学級数  ５ 

学級数 １８ 

学級数 １２ 

学級数  ９ 

１６０ 

６３０ 

４３２ 

６０ 

１５０ 

６１３ 

４３２ 

５９ 

９３．８ 

９７．３ 

１００．０ 

９８．３ 

 

○ 計画の実施状況等 

 
・教育学研究科（専門職学位課程） 
広報活動等による周知が十分でなかったこと、また合格者の辞退が発生したこと

により、令和２年度における入学者数が想定を下回ったため、定員充足率は 90%未
満となった。なお、近隣私立大学への訪問や栃木県が実施する教員研修時の広報活
動等を推進したことで、令和４年５月１日現在の定員充足率は 102.8%（収容定員
36 名に対し収容数 37名）となり、数値は改善している。 
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○ 別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 

（平成 28年度） 

 

  

（人） （人）

（人） （人）

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×
100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

長期
履修
学生数
（J）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

長期履修
学生に係る
控除数
（K）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

（人） （人） （人） （人） （人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

（％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

102.0%

151 107.9%

国際学部 410 507 24 1 3 0 25

0 0 0 0 0 0
地域デザイン
科学部

140 151 0 0 0

848 2 0 0

63 60 0 0 418

123 108 0 0 1,576 103.0%

826 103.3%

工学部 1,530 1,723 33 6 14 0 19

0 6 23 16 0 0教育学部 800

883 100.3%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人）

0 12 40 36 0 0農学部 880 931 12 0 0

（人） （人） （人） （％）

国際学研究科 69 84 49 5 0

82.5%

61 88.4%

教育学研究科 80 84 4 0 0 0 1

0 2 14 11 13 5

543 33 8 0

13 13 13 4

0 10工学研究科 514

66

494 96.1%28 23 20 8
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（平成 29年度） 

 

  

（人） （人）

（人） （人）

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×
100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

長期
履修
学生数
（J）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

長期履修
学生に係る
控除数
（K）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

（人） （人） （人） （人） （人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

（％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

101.8%

297 106.1%

国際学部 400 483 20 1 4 0 22

0 0 0 0 0 0
地域デザイン
科学部

280 297 0 0 0

799 3 0 0

53 49 0 0 407

98 83 0 0 1,491 102.1%

777 102.2%

工学部 1,460 1,605 23 2 11 0 18

0 8 16 14 0 0教育学部 760

859 99.9%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人）

0 20 33 25 0 0農学部 860 904 11 0 0

（人） （人） （人） （％）

国際学研究科 69 78 46 2 0

91.3%

54 78.3%

教育学研究科 80 79 4 0 0 0 0

0 7 12 10 13 5

595 41 9 0

3 3 11 3

0 9工学研究科 514

73

540 105.1%36 29 21 8
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（平成 30年度） 

 

  

（人） （人）

（人） （人）

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×
100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

長期
履修
学生数
（J）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

長期履修
学生に係る
控除数
（K）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

（人） （人） （人） （人） （人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

（％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

100.5%

445 104.5%

国際学部 390 484 21 1 5 0 24

0 2 0 0 0 0
地域デザイン
科学部

426 448 4 1 0

748 3 0 0

65 62 0 0 392

98 84 0 0 1,383 99.8%

725 100.7%

工学部 1,386 1,504 18 0 12 0 25

0 7 19 16 0 0教育学部 720

847 101.1%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人）

0 16 33 24 0 0農学部 838 887 11 0 0

（人） （人） （人） （％）

国際学研究科 69 81 51 3 0

71.3%

55 79.7%

教育学研究科 80 69 4 0 0 0 1

0 4 18 14 14 5

598 37 7 0

8 8 10 3

0 13工学研究科 514

57

530 103.1%42 37 27 11
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（平成 31年度） 

 

  

（人） （人）

（人） （人）

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×
100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

長期履修
学生に係る
控除数
（K）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

（人） （人） （人） （人） （人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

（％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

103.2%

594 103.8%

国際学部 380 470 23 1 4 0 9

0 2 0 0 0 0
地域デザイン
科学部

572 597 4 1 0

712 3 0 0

64 64 0 0 392

83 75 0 0 1,305 99.5%

680 100.0%

工学部 1,312 1,417 12 0 11 0 26

0 13 20 19 0 0教育学部 680

828 101.5%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人）

0 11 21 18 0 0農学部 816 857 6 0 0

（人） （人） （人） （％）

地域創生科学
研究科

335 355 54 3 0

89.7%

349 104.2%

国際学研究科 39 54 30 2 0 0 3

0 2 0 0 3 1

51 1 0 0

16 12 6 2 35

32 28 33 13 276 91.4%

44 75.9%5 5 6 2

工学研究科 302 336 22 3 0 0 16

0 0教育学研究科 58
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（令和２年度） 

 

  

（人） （人）

（人） （人）

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×
100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

長期履修
学生に係る
控除数
（K）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

（人） （人） （人） （人） （人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

（％）（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

100.8%

576 100.7%

国際学部 380 453 25 1 5 0 21

0 13 12 12 0 0
地域デザイン
科学部

572 602 5 0 1

535 2 0 0

44 43 0 0 383

75 64 0 0 1,311

0 0 0

99.9%

511 100.2%

工学部 1,312 1,406 11 0 10 0 21

0 9 16 15 0 0教育学部 510

181 106.5%0 0 0

101.7%

（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人）

0 8 26 22 0 0農学部 816 860 9 0 0

（人） （人） （％）

55.6%

703 104.9%

国際学研究科 9 17 9 2 0 0 3

0 8 0 0 7

37.8%

28 77.8%6 5 3 1

5

36 0 0 0

7 5 3 2

0 12

0 2

724 111 8 0

教育学研究科 36

5

35 19 31 18 34

共同教育学部 170 181 1 0 0

工学研究科 90 85 15 2 0

（人）

830

地域創生科学
研究科

670
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（令和３年度） 

 

 

（人） （人）

（人） （人）

長期
履修

学生数
（J）

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

休学
者数
（Ｇ）

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×
100

外国人
留学生数

（Ｃ）

長期履修
学生に係る
控除数
（K）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる
在学者数

（L）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,I,Kの合計）】

（人） （人） （人） （人）

留年
者数
（Ｈ）

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人）

学部・
研究科等名

収容定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

（人）

48 48 0 0 375 98.7%

572 100.0%23 23 0 0

（％）

国際学部 380 451 23 0 5 0 23

0 9
地域デザイン
科学部

572 606 7 0 2

103.8%

346 101.8%

共同教育学部 340 353 2 0 0 0 0

0 5 9 9 0 0教育学部 340 360 1 0 0

1,393 12 0 11

0 0 0 0 353

29 26 0 0 816 100.0%

1,303 99.3%

農学部 816 854 8 0 0 0 12

0 22 68 57 0 0工学部 1,312

（人） （人） （人） （人） （人） （％）（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人）

33.3%

758 109.1%

国際学研究科 6 12 6 1 0 0 2

0 10 22 22 17 11
地域創生科学
研究科

695 808 127 7 0

33 0 0 0

6 5 5 2 2

25 10 26 15 27 45.0%

28 77.8%

工学研究科 60 65 11 2 0 0 11

0 2 2 2 2 1教育学研究科 36


